
令和 2年 10月 19日
中国電力株式会社

訓練計画説明に係る面談（5週間前）時の確認事項

 中国電力島根原子力発電所総合防災訓練（令和 2年 11月 20日）の訓練計画について，「令
和 2年度 原子力事業者防災訓練の評価の進め方（令和 2年 7月 原子力規制庁 緊急事
案対策室）３．評価のための確認内容」（本資料点囲いが引用部分）に沿って説明する。

全般

○訓練計画＜資料＞

・中期計画上の今年度訓練の位置付け

・今年度訓練の目的，達成目標

・主な検証項目

・実施・評価体制

・訓練の項目・内容（防災業務計画の記載との整合）及び評価基準

・訓練シナリオ

－プラント運転状態，事象想定，スキップの有無等

－現状のプラント状態を踏まえた訓練の実施方針

・その他

－ERSS／SPDSの使用
－COP様式
－即応センター，緊対所レイアウト図

－ERC対応ブース配席図，役割分担
－ERC書架内の資料整備状況（資料一覧）

○評価指標のうち，主に［Ｐ］，［Ｄ］に関する内容＜資料＞

○事業者と ERCの訓練コントローラ間の調整       
＜資料＞

○別紙１ 2020年度島根原子力発電所総合防災訓練 実施計画書
添付資料－１ 前回訓練における課題結果の検証について

添付資料－２ COP様式
添付資料－３ 情報共有のためのツール等の活用

添付資料－４ 2020年度総合防災訓練 各訓練項目の主な内容
添付資料－５ 情報共有のための情報フロー

添付資料－６ 緊急時対策本部，緊急時対策総本部レイアウト図

添付資料－７ ERC対応ブース 配席図，役割分担
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 ○別紙２－１ 2020年度 総合防災訓練 基本シナリオ【プレーヤ非開示】
 ○別紙２－２ 2020年度 総合防災訓練 詳細シナリオ【プレーヤ非開示】
 ○別紙３ ERC書架内の資料整備状況
 ○別紙４ 【新規制基準適合炉】EAL早見表
 ○別紙５ 原子力防災訓練中期計画(2019年度～2021年度)の年度評価・見直しについて
 ○別紙６ 島根原子力発電所防災訓練の継続的改善スケジュール（ＰＤＣＡ）について

指標１：情報共有のための情報フロー 

○発電所，本店（即応センター），ERCの３拠点間の情報フローを確認する。
 ・情報フローとは，次の５つの情報

 －①EALに関する情報
－指標２に示す情報（②事故・プラントの状況，③進展予測と事故収束対応戦略，④戦

略の進捗状況）

－⑤ERCプラント班からの質問への回答
について，いつ，どこで，だれが，なにを，どんな目的で，どのように，の観点からみ

た，情報伝達の一連の流れをいう。

○情報フローにおいて，前回訓練における課題及び当該課題を踏まえた改善点を確認する

 ①前回訓練で情報フローに問題がある場合

  ・前回訓練での情報共有における問題が発生した事業者は，問題に対する課題の抽出，

原因分析及び対策を確認する。

  ・その上で，情報フローが対策を反映したものとなっているか確認する。

 ②前回訓練で情報フローに問題がない場合

  ・情報フローに対し，更なる改善点が無いか検証した結果を確認する。 

＜資料＞ 

○別紙１ 2020年度島根原子力発電所総合防災訓練 実施計画書
添付資料－５ 情報共有のための情報フロー
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指標２：ERCプラント班との情報共有

○ERC対応ブース発話者の育成・多重化の考え方を確認する
○訓練当日，ERC対応ブース発話者をくじ引き等により選定することの可否（否の場合は，
その理由）を確認する

＜説明＞

○発話者の育成，多重化

・メインスピーカー２名については，対応者をあらかじめ選定し，要素訓練を通じた

OJT により育成に努めている。また，メインスピーカー１名は，昨年度訓練と異な
る要員を選定し，多重化に取り組んでいる。

○訓練当日の選定可否

・令和元年度総合防災訓練において，ERC対応体制・役割に関する問題点「ERC対応
室において，設備の故障原因や戦略方針について，正確に把握できておらず，ERC
プラント班に正確な情報を提供できていない場面があった」を抽出したことから，

今年度より，メインスピーカー２名の役割分担を明確にするとともに，メインスピ

ーカーを補佐する補佐リーダーを新たに配置する体制に見直した。

・令和 2 年度訓練においては，見直した ERC 対応体制・役割の検証を行うことから，
くじ引き等による選定は行わない。
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指標３：情報共有のためのツール等の活用

３-１ プラント情報表示システムの使用
○使用するプラント情報表示システムを確認する（実発災時とシステムの差異も確認する）

３-２ リエゾンの活動
○事業者が定めるリエゾンの役割を確認する

３-３ COPの活用
○COPの作成・更新のタイミング，頻度を確認する
３-４ ERC備付け資料の活用
○ERC備付資料の更新状況を確認する

指標３－１

＜資料＞

○別紙１ 2020年度島根原子力発電所総合防災訓練 実施計画書
添付資料－３ 情報共有のためのツール等の活用

＜説明＞

○使用するプラント情報表示システムは，以下の通り。

・模擬 SPDS，ERSS訓練モードを使用し，発電所，本社，ERCとプラント状況に関
する情報共有を行う。

指標３－２

＜説明＞

○ERCリエゾンの役割は，以下の通り。
ERCプラント班への説明資料配布および補足説明を行う。
ERCプラント班の要望事項等を整理し，ERC対応ブースに連絡する。
ERCプラント班からの質問対応を行う。

指標３－３

＜説明＞

○COP作成・更新のタイミングについては，以下の通り。
COPの種類 作成 更新

設備状況シート（COP-A） 体制確立から

20分目途（初回）
初回以降

20分毎事故対応設備系統概要（COP-B）
本部ブリーフィング（COP-C） 緊急時対策本部においてブリーフィングが行わる都度

指標３－４

＜説明＞

○訓練前までに更新する。
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指標４：確実な通報・連絡の実施

（①通報文の正確性）

○通報 FAX 送信前の通報文チェック体制，通報文に誤記等があった際の対応を確認する
○発出した EALが非該当となった場合の対応を確認する
○通報に使用する通信機器の代替手段を確認する

（②EAL 判断根拠の説明）
○EAL判断根拠の説明方法（情報の入手や説明資料など）を確認する
（③10条確認会議等の対応）
○10条確認会議，15条認定会議の事業者側対応予定者の職位・氏名を確認する
（④第 25条報告）
○25条報告の発出タイミングの考え方を確認する
○訓練事務局側が想定する，今回訓練シナリオ上の 25条報告のタイミング，報告内容（発
生事象と対応の概要，プラント状況，放出見通し／状況，モニタ・気象情報など），回数

（訓練シナリオ中に記載されているか）を確認する

指標４－①

＜説明＞

○通報文のチェック体制，誤記等があった場合の対応は，以下の通り。

・EAL該当事象が発生した場合，情報管理班は通報文を作成し，情報管理班長が通報
文の記載内容のチェックを行う。

・通報連絡済みの通報文に誤記を確認した場合，誤記のあった通報文の写しを用いて，

誤記を見え消しで修正した通報文（訂正報）を作成し，再度通報連絡を行う。

○発出した EALが非該当となった場合の対応は，以下の通り。
・EALが非該当になった場合，25条報告（または AL発生後の経過連絡）様式を用い
て EAL非該当になった旨を連絡する。

○通報に使用する通信機器の代替手段は，以下の通り。

・緊急時対策所内の通信設備として，以下の設備が整備されており，これらによって

多様性・多重性を確保している。

《主な通信連絡設備》

・電力保安通信用電話設備（固定電話，PHS端末，FAX）
・局線加入電話設備（固定電話機，FAX）
・統合原子力防災ネットワーク（IP－電話，IP－FAX，テレビ会議システム）

-5-

5



指標４－②

＜資料＞

○別紙４ EAL早見表
＜説明＞

○ERC対応ブース（メインスピーカー）より，EAL早見表を用いて説明する。

指標４－③

＜説明＞

○10条確認会議，15条認定会議の事業者側対応予定者の職位・氏名は以下の通り。

指標４－④ 

＜資料＞

○別紙２－１ 2020年度 総合防災訓練 基本シナリオ【プレーヤ非開示】
＜説明＞

○25条発出タイミングの考え方は，以下のとおり。
・25条報告の第 1報は，特定事象に対する応急措置が行われた後，速やかに発出する。
その後，１時間毎または状況が大きく変化した場合において 25条報告を実施する。

○25条報告のタイミング，回数
・別紙２－１のとおり。
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指標５：前回訓練の訓練課題を踏まえた訓練実施計画等の策定

○訓練実施計画が，前回訓練の訓練結果を踏まえ，問題・課題に対する改善策が有効に機能

するものであるか検証できる計画（訓練実施項目，訓練シナリオ等）となっていることを

確認する

○訓練時における当該改善策の有効性の評価・確認の方法（例えば，訓練評価者が使用する

評価チェックリスト（改善策の有効性を検証するための評価項目，評価基準などが明確に

なっているもの）が作成されていることなど）を確認する

○課題の検証につき，社内自主訓練・要素訓練，他発電所の訓練で対応している場合は，そ

の検証結果を確認する

○今年度の訓練で課題検証を行わない場合にあっては，その理由と検証時期の説明，中期計

画等への反映状況を確認する。また，令和元年度の訓練で課題検証を行わずとも緊急時対

応に直ちに問題は無いことを確認する

＜資料＞

○別紙１ 2020年度島根原子力発電所総合防災訓練 実施計画書
添付資料－１ 前回訓練における課題結果の検証について

○別紙２－１ 2020年度 総合防災訓練 基本シナリオ【プレーヤ非開示】
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指標６：シナリオの多様化・難度

○訓練シナリオのアピールポイントを確認する

○シナリオ多様化に関し，付与する場面設定を確認する

○訓練プレーヤへ難度の高い課題をどのように与えているかを確認する

例）

・時間 ：要員が少ない時間帯

・場所 ：対応が困難となる場所

・気象 ：通常訓練で想定しない天候や組み合わせ

・体制 ：キーとなる要員の欠員

・資機材 ：手順外の資機材の活用

・計器故障 ：EAL判断計器または重要計器故障，これに伴う代替パラメータ
での確認

・人為的ミス ：操作や報告のミス

・OFC対応 ：要員派遣に加え，オンサイトと連携した活動

・判断分岐 ：マルチエンディング，途中の判断分岐など

・その他 ：複数の汚染負傷者

＜資料＞

○別紙２－１ 2020年度 総合防災訓練 基本シナリオ【プレーヤ非開示】
○別紙２－２ 2020年度 総合防災訓練 詳細シナリオ【プレーヤ非開示】

指標７：現場実動訓練の実施

○現場実動訓練の実施内容を確認する

○事故シナリオに基づき実施する緊急時対策所の活動との連携を確認する

○他原子力事業者評価者の受け入れ予定を確認する

＜説明＞ 

○現場実動訓練の実施内容

・現場実動訓練として，復旧班，放射線管理班，支援班に関する実動訓練を実施する。

ただし，インサービス機器に影響が出ない範囲で実施する。

○事故シナリオに基づき実施する緊急時対策所の活動との連携に係る説明

・シナリオと連動し，緊急時対策本部の指示にて現場活動を展開する。

（模擬 SPDS，ERSS訓練モードを使用するため，シナリオとの連動は初動のみ）
○他原子力事業者評価者の受け入れ

・総合訓練において，現場実動訓練に関する他原子力事業者評価者の受け入れについ

ては，コロナ禍を踏まえ，実施しない。また，別途実施する現場実動訓練に関する

他原子力事業者評価者の受け入れについては，コロナ禍を踏まえ，対応を検討中。
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指標８：広報活動 

○評価要素①～⑤それぞれについて，対応，参加等の予定を確認する

＜説明＞

①ERC広報班と連動したプレス対応
・リエゾンを介し，ERC広報班と連動したプレス対応訓練を実施する。
②記者等の社外プレーヤの参加

・模擬記者会見に社外記者が参加する。

③他原子力事業者広報担当等の社外プレーヤの参加

・社外プレーヤの参加については，コロナ禍を踏まえ，対応を調整中。

④模擬記者会見の実施

・上記②，③に加え，社内プレーヤ（記者役）が参加する模擬記者会見を実施する。

⑤情報発信ツールを使った外部への情報発信

・模擬ホームページへの情報掲載を実施する。
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指標９：後方支援活動 

○評価要素①～③それぞれについて，具体的活動予定（特に，実動で実施する範囲を明確に

すること）を確認する

○一部を要素訓練で実動し，残りを総合訓練で実動するなど，複数の訓練を組み合わせて一

連の後方支援活動の訓練を実施する場合は，その内容を確認する

＜説明＞ 

①原子力事業者間の支援活動

・原子力事業者間協力協定に基づく支援要請（実連絡）を，当社発災時の幹事事業者で

ある九州電力へ実施する。

②原子力事業所災害対策支援拠点との連動

・緊急時対策総本部と原子力事業所災害対策支援拠点（模擬）間との連絡訓練を実施す

る。

・なお，後方支援拠点設営訓練（実動）は，令和 2年 9月 15日，16日に，原子力事業
所災害対策支援拠点候補地である広瀬中央公園にて要素訓練として実施した。

③原子力緊急事態支援組織との連動

・緊急時対策総本部から原子力緊急事態支援組織（美浜原子力緊急事態支援センター）

への支援要請（実連絡）を実施する。

・原子力緊急事態支援組織との連動訓練は，要素訓練として，発電所において物資の搬

送訓練を実施する。（日程調整中）

-10-

10



指標 10：訓練への視察など

（①他原子力事業者への視察）

○他事業者への視察実績，視察計画を確認する

（②自社訓練の視察受け入れ）

○自社訓練の視察受け入れ計画（即応Ｃ，緊対所それぞれの視察受入れ可能人数，募集締

め切り日，募集担当者の氏名・連絡先）を確認する

（③ピアレビュー等の受入れ）

○ピアレビュー等の受入れ計画（受入れ者の属性，レビュー内容等）を確認する

（④他原子力事業者の現場実動訓練への視察）

○視察又は評価者としての参加の実績，予定を確認する

指標 10－①
＜説明＞

 ○他事業者への視察実績，視察計画

・以下の他事業者訓練（発電所，即応センター）を視察した。

東京電力HD（福島第一原子力発電所，第二原子力発電所）：
令和 2年 9月 11日（DVDによる視察）

関西電力（大飯原子力発電所）：令和 2年 10月 16日（DVDによる視察）
東北電力（女川原子力発電所）：令和 2年 10月 23日予定（DVDによる視察）

  ・今後実施される他事業者の防災訓練を視察する。

指標 10－②
＜説明＞

 ○自社訓練の視察受け入れ計画

・即応センター，緊急時対策所の活動について，他事業者の DVDによる視察を受け入
れる。

指標 10－③
＜説明＞

 ○ピアレビュー等の受け入れ計画

  ・即応センター，緊急時対策所の活動について，北陸電力の DVDによる評価を受け入
れる。

指標 10－④
＜説明＞

 ○他事業者の現場実動訓練への視察

・他事業者の現場実動訓練の実施予定を確認し，調整の上，参加する。 
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指標 11：訓練結果の自己評価分析

－

備考：訓練参加率

○発電所参加予定人数（うち，コントローラ人数）を確認する

○即応センター参加予定人数（うち，コントローラ人数）を確認する

○リエゾン予定人数を確認する

○評価者予定人数を確認する

＜説明＞

○発電所参加予定人数

340名（うち，コントローラ・評価者 50名）
○即応センター参加予定人数

100名（うち，コントローラ・評価者 25名）
○リエゾン予定人数

ERCプラント班リエゾン 3名
ERC広報班リエゾン   2名
○評価者予定人数

発電所評価者 20名，即応センター評価者 20名
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備考：中期計画の見直し

○見直し状況，見直し内容，今年度訓練実施計画の位置づけを確認する

○見直し後の中期計画を確認する

○前回訓練の訓練報告書提出以降から次年度訓練まで対応実績・スケジュール（作業フロー

など）について，以下の PDCA の観点で概要を確認する

【観点】前回訓練の訓練報告書提出から今回訓練までと今回の訓練を踏まえた［C］及び［A］，

中期計画及び原子力防災業務計画への反映［P］の時期

［C］訓練報告書のとりまとめ時期

［A］対策を講じる時期

－具体的な対策の検討，マニュアル等へ反映，周知・教育/訓練など（昨年度の訓

練実施結果報告書に掲げた各課題についての対応内容，スケジュールがわかる

ように記載すること）

－原子力事業者防災業務計画への反映の検討事項・時期（定期見直し含む）

［P］中期計画等の見直し事項・時期，次年度訓練計画立案時期

○前回訓練実施後の面談時に説明した PDCA 計画を確認する

＜資料＞

○別紙５ 原子力防災訓練中期計画

○別紙６ 島根原子力発電所防災訓練の継続的改善スケジュール（PDCA）

備考：シナリオ非提示型訓練の実施状況

○開示する範囲，程度（一部開示の場合，誰に／何を開示するのか具体的に記載）及びその

設定理由を確認する

＜説明＞

○コントローラ・評価者以外はシナリオ非開示とする。
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事業者と ERC の訓練コントローラ間の調整事項

○ERC 広報班との連動の有無

○TV 会議接続先（即応センター，OFC，緊対所）

○リエゾンの人数（プラント・広報），入館時刻，訓練参加タイミング

○訓練終了のタイミング，その後の振り返りの要否

○ERSS 使用に係る原子力規制庁情報システム室との調整状況

○事前通信確認実施の要否

○即応センターコントローラの所属，氏名，連絡先

○ERC 対応者の職位，氏名

○訓練時，メールを利用した ERC プラント班への資料提供の実施の有無

＜説明＞

○ERC 広報班との連動の有無

・あり

○TV 会議接続先（即応センター，OFC，緊対所）

・統合防災ネットワークの TV 会議に，「中国即応センター1」を通常の接続先として，

「OFC」を傍聴（サイレントモード）で接続していただきたい。

○リエゾンの人数（プラント・広報），入館時刻，訓練参加タイミング

・ERC プラント班リエゾン 3 名，ERC 広報班リエゾン 2 名とする。

・入館時間は，12 時 30 分（事前準備のため，訓練開始 30 分前），訓練参加タイミン

グは，13 時 30 分（参集を模擬するため，訓練開始 30 分後）とする。

○訓練終了のタイミング，その後の振り返りの要否

・島根原子力発電所コントローラから，即応センターコントローラに全ての状況付与

が終了したことを連絡する。

・訓練の進捗に合わせて，即応センターコントローラが，ERC コントローラと調整を

行い，即応センターコントローラより，TV 会議を通じて，訓練終了の発話を行う。

・その後，ERC プラント班との振り返りを実施する。

○ERSS 使用に係る原子力規制庁情報システム室との調整状況

・発電所と原子力規制庁情報システム室間で調整中。

○事前通信確認実施の要否

・実施を希望する。（令和 2 年 11 月に実施することで調整中）

○即応センターコントローラの所属，氏名，連絡先
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○ERC 対応者の職位，氏名

○訓練時，メールを利用した ERC プラント班への資料提供の実施の有無

・メールを利用した資料提供は実施しない。

以上 
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別紙１ 

２０２０年度 島根原子力発電所 

総合防災訓練 実施計画書 

２０２０年１０月 

中国電力株式会社 
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１．中期訓練計画上の今年度訓練の位置付け

訓練中期計画（2019 年度～2021 年度）（以下，「訓練中期計画」という。）に定める 2020 年度

の訓練テーマに基づき，緊急時活動が輻輳した状況において確実かつ遅滞なく通報連絡できるこ

とを検証可能な訓練を実施する。

なお，2019 年度総合防災訓練（以下，「昨年度訓練」という。）で抽出された課題「ERC 対応

および通報連絡に関する課題」を踏まえ，島根原子力発電所では訓練中期計画の見直しを図った。

［2020 年度中期計画のテーマ］

発電所：EAL 重複時等，緊急時活動輻輳時における緊急時対応

本 社：プラント状況輻輳時の状況把握，ERC プラント班への情報提供

２．昨年度訓練の課題・改善事項 

 防災組織の総合的な対応力強化のため，昨年度の訓練で抽出された課題の改善事項に対する取

り組み（添付資料１参照）の有効性が検証できる訓練を計画する。 

３．訓練目的

訓練中期計画の重点実施項目および昨年度訓練の課題・改善事項を踏まえ，2020 年度総合防災

訓練は，以下に示す事項を主眼においた訓練を実施する。

実施個所 訓練目的

発電所 ①通報文及び COP，方針判断に必要な情報を整理し，対策本部内において適切に

共有できることを確認する。

共有した情報に基づき，情報共有資料（通報文，COP 等）が正確，遅滞なく作

成されることを確認する。

正確な情報共有資料の作成のため，誤記防止の対策が適切に行われていること

を確認する。

②通常使用する施設・設備（通信設備含む）が使用不可となった場合に，代替の

設備，手段での活動が行えることを確認する。

③外部へ派遣する要員に対する必要な資機材の受け渡し，派遣状況の管理が適切

に行えることを確認する。

④外部へ派遣する要員（オフサイト，初動の自治体派遣等）に対し，派遣先での

活動に必要な情報（通報文に関するプラント情報等）を適切に伝達できること

を確認する。

⑤これまでの訓練から改善を図った事項（添付資料１参照）の有効性を確認する。 

本社 ①ERC 対応体制・役割の有効性を確認する。

・メインスピーカー2 名の役割分担の明確化，メインスピーカーを補佐する補佐

リーダーを配置した体制において，ERC への情報提供に必要な情報を取得・

整理し，迅速に ERC プラント班と情報共有できること。
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②基本的な活動として整備した以下の運用を確認する。

・10 条確認会議，15 条認定会議において，詳細な進展予測時間が説明できない

場合においても，概略の予測進展が説明できること。

・模擬記者会見において，会見中に情報が更新された場合に，適切に情報発信

ができること。

③これまでの訓練から改善を図った事項（添付資料１参照）の有効性を確認する。

COP：Common Operational Picture（共有状況認識図）（添付資料２参照）

４．訓練日時および対象施設

（１）訓練日時

令和 2 年 11 月 20 日（金） 13:00 ～ 17:00（予定）

 訓練終了後，反省会を実施する。

（２）対象施設

島根原子力発電所 1，2，3 号機

５．想定事象，訓練内容

（１）プラント運転状態

1 号機：廃止措置作業中（冷却告示適用 使用済燃料は全て使用済燃料プールで保管）

2 号機：定格熱出力一定運転中（新規制基準適合性申請に係る対策工事および可搬型設備の

導入が全て完了した状態）

3 号機：建設中（新燃料を新燃料貯蔵庫および燃料プールにて気中保管）

（２）事象想定

平日勤務時間帯に，想定する起因事象が発生，事象進展により全面緊急事態（原子力災害対

策特別措置法第 15 条対象事象）に至る原子力災害を想定する。

詳細は，別紙 2-1，別紙 2-2 参照【プレイヤー非開示】

（３）スキップの有無

事象の早回し，事象のスキップは実施しない。

（４）ERSS，SPDS の使用

ERSS の訓練モードおよび訓練用の模擬 SPDS を用いてプラント状況の付与を行う。（添付

資料３参照）

また，発電所および本社におけるコントローラから，口頭または紙面提示によりシナリオの

状況付与を行う。

（５）現状のプラント状態を踏まえた訓練の実施方針

現状のプラント状態を踏まえた訓練を，本総合防災訓練とは別に，実施する。（日程は調整中）。
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６．訓練の項目・内容

2020 年度訓練項目は以下のとおり，各訓練項目の主な内容，検証方法は添付資料４参照。

訓練項目 発電所 本社他

（１）通報・連絡訓練 ○ －

（２）原子力災害医療訓練 ○ ○

（３）緊急時モニタリング訓練 ○ －

（４）避難誘導訓練 ○ －

（５）復旧訓練 ○ －

（６）アクシデントマネジメント訓練 ○ ○

（７）電源機能等喪失時対応訓練 ○ －

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 － ○

（９）その他

指揮命令訓練

ERC 対応訓練

広報対応訓練

原子力事業者間協力協定対応訓練

原子力事業所災害対策支援拠点対応訓練

オフサイトセンター連携訓練

○

－

○

－

－

○

○

○

○

○

○

○

７．訓練実施体制・レイアウト 

（１）実施体制

【凡例】 要員派遣 
情報共有 

通報連絡等 
社内組織 社外組織 

原子力規制庁

本 社島根原子力発電所 

東京支社

原子力事業所 

災害対策支援拠点 
（模擬）

派遣

社内ＴＶ会議

社外関係箇所 

（一部模擬） 

連絡通報連絡

連絡

連絡

OFC 

派遣

統合原子力防災 

ﾈｯﾄﾜｰｸ(TV会議)接続

各要員

緊急時対策本部

報告 指示

緊急時対策総

本部（原子力

施設事態即応

センター）

ERC

連絡 派遣

派遣

（模擬）
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（２）情報共有のための情報フロー  添付資料５参照 

（３）緊急時対策本部，緊急時対策総本部レイアウト図 添付資料６参照

（４）ERC 対応ブース 配席図，役割分担 添付資料７参照

８．評価方法

（１）訓練観察による評価

・訓練評価チェックシートを用いて訓練観察を実施する。

・訓練後に，観察結果から課題を抽出する。

（２）第三者による評価

・他の原子力事業者に訓練 DVD による評価を依頼し，活動を第三者視点で評価する。

（３）反省会

・訓練終了後に反省会を実施し，改善点を抽出する。

９．訓練の中止・延期等の判断

以下の場合，訓練事務局で訓練の中止または延期を検討し，本社総本部長または発電所本部長

の最終判断をもって中止または延期する。

（１）当社供給区域内で大規模な自然災害（地震，津波，暴風，竜巻など）が発生またはそのおそ

れがある場合で，社内の緊急時体制を構築する必要があるとき

（２）原子力発電所のトラブルにより，緊急時体制を発令する必要があるとき

（３）訓練中に緊急車両の要請が必要な人身災害が発生したとき

（４）その他，訓練事務局が必要と判断したとき

10．添付資料

（１）前回訓練における課題結果の検証について

（２）COP 様式

（３）情報共有のためのツール等の活用

（４）2020 年度総合防災訓練 各訓練項目の主な内容

（５）情報共有のための情報フロー

（６）緊急時対策本部，緊急時対策総本部レイアウト図

（７）ERC 対応ブース 配席図，役割分担

以上
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添付資料１

前回訓練における課題結果の検証について

１．原子力総合防災訓練

問題点 原因 具体的な対策 今年度訓練における検証項目

（１）系統状態等の共有方法の改善〔発電所〕

・漏えい箇所の隔離に係わる緊急時対

策本部（発電所）内での認識共有が

不足し，使用可能な状態の系統を使

用不可能と判断した。

・各班内では，系統図面等を用いて検

討を行っていたが，緊急時対策本部

（発電所）内への情報共有のために

系統図面等を活用することの必要性

について認識が不足していた。

・本部卓内において共有すべき情報，

共有するためのツール，運用等を整

理し，本部員を対象に，整理した内

容に関する教育を実施する。

・本部内で，共有すべき情報がツール

を用いて共有できていることを確認

する。

・電源確保戦略に係わる緊急時対策本

部（発電所）内での連携が不足し，

情報伝達時にどの系統を介して電源

を確保するかという情報が錯綜し

た。

・これまでの訓練では，COP の有効活

用を重点的に取り組んできたが，系

統図面等の活用を含めるという視点

が不足していた。

・指揮命令訓練において，上記整理内

容の習熟を訓練目的の 1 つに挙げ訓

練を実施する。

・本部卓要員が，本部内で共有してい

る情報と異なる判断や解釈をしてい

ないこと（誤った認識をしていない

こと）を確認する。

（２）COP 作成方法の改善〔発電所〕

・設備の復旧に係わる情報を適正に

COP に反映できず，事実と異なる情

報を誤って発信した。

・COP-A（設備状況シート）と COP-B
（事故対応設備系統概要）との間で

整合性が図れていない箇所があり，

系統・機器の状態について正しく情

報伝達できなかった。

・COP について，速やかな情報発信を

行うことを重視して対応していたた

め，記載内容の確認が不足していた。

・COP の作成および確認方法が明確で

ない部分があった。

・COP-A および B の作成者が異なり相

互の連携が不足していた。

・COP-A と COP-B で管理する情報や

運用（情報入手元等）を整理し，正

確な情報発信ができるよう，様式お

よび運用の見直しを行う。

・見直しを行った COP-A および B の

様式を用いて正確な情報が発信でき

ていること（共有する情報に間違い

のないこと等）を確認する。

・COP-A および COP-B の作成者が，

記載すべき情報を遅滞等なく入手で

きていることを確認する。

-
6
-
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問題点 原因 具体的な対策 今年度訓練における検証項目

（３）情報の整理・確認方法の改善

・多重に EAL 該当事象が発生した場

面において，通報文発信までの目標

時間としている「本部長判断から 15
分以内」に発信できなかった。

・一部の通報文において，EAL の判断

時刻および事象の発生時刻を誤って

記載したまま発信した。

・通報連絡に係る情報の整理のための

話し合いを情報収集者も含め班内で

優先し行ったことで，話し合いの間

に本部内で共有された通報連絡に必

要な情報の一部を入手し損なった。

・通報文送信前の最終確認時の視点と

して発生時刻等の確認（誤記チェッ

ク含む）を行うことが明確でなかっ

た。

・情報が錯綜する場面においても適切

に情報収集し，確実な通報連絡がで

きるよう，具体的な活動内容，対応

方法（通報文作成時における時間管

理，各ツールにて整理する情報等）

を再整理し，班内教育を行う。

・「通報文作成に関する手引き（情報

統括グループ）」に，通報文の作成

および最終確認の視点として，誤記

チェックの確認項目を追加する。

・EAL 該当事象発生に伴い作成する通

報文について，目標時間「本部長判

断から 15 分以内」を意識した対応指

示，時間管理ができることを確認す

る。

・「通報文作成に関する手引き（情報

統括グループ）」に規定している運用

どおり通報文を作成できていること

を確認する。

・作成した通報文について，「通報文作

成に関する手引き（情報統括グルー

プ）」に基づき確認するとともに，誤

記がある場合，適切に修正できるこ

とを確認する。

（４）記者会見の運用に係る改善

・模擬記者会見中に原災法第 15 条該当

事象が発生したにもかかわらず，そ

の情報を会見中に説明することがで

きなかった。

・記者会見中に特定事象が発生した場

合に，通報文が会見場に届いてから

発表する運用としており，速やかに

情報発信する運用となっていなかっ

た。

・記者会見中に情報が更新された場合

に，速やかに情報発信する運用を広

報班の活動に関する手順に明確にす

る。

・記者会見中に情報が更新された場合

について，速やかに情報発信できる

ことを確認する。

（５）事象進展予測の説明に係る改善

・15 条認定会議において，AM シミュ ・10 条確認会議，15 条認定会議で説明 ・ERC 備付資料に事故進展解析結果を ・10 条確認会議，15 条認定会議におい
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問題点 原因 具体的な対策 今年度訓練における検証項目

レータを用いた事象進展予測が間に

合わず，炉心損傷の予測時間につい

て説明することができなかった。

する内容について，今後の事象進展

予測を説明しなければならないとの

認識はあったが，今後の事象進展予

測を説明することの重要性について

の理解が不十分であり，解析結果が

間に合わない場合に概略の時間を説

明するという認識がなかった。

追加する。

・10条確認会議，15条認定会議におけ
る説明内容について，常に進展予測

時間を説明することとし，詳細が説

明できない場合においても，ERC備
付資料を活用し，概略時間を説明す

る運用とする。

て，事象進展予測（炉心損傷に予測

時間を含む）が説明できることを確

認する。

（６）COPの共有に係る改善

・ERC-CPは，COPの説明する際，そ
れまでに説明した内容と異なってい

る場合があっても，それに気付いて

修正することができなかった。

・前回説明時から更新された情報に

ついて，アクセントを付けて説明す

ることができなかった。

・速やかな情報共有を重視していたた

め，ERCプラント班への情報共有の
前に，COPの記載内容が現状のプラ
ント状況等と合致しているか確認す

るプロセスが明確ではなかった。

・前回説明時からの更新点について，

整理するプロセスが明確ではなかっ

た。

・COPの記載内容について，現状のプ
ラント状況等と合致しているか，前

回説明時からの更新点は何かを確認

するよう，ERC対応室内の役割分担
を明確にした。

・見直した役割に基づき，即応センタ

ーから入手した COPを確認し，前回
からの更新点等を整理して報告でき

ることを確認する。

（７）ERC対応室の体制に係る改善

・ERC対応室において，設備の故障原
因や戦略方針について，正確に把握

できておらず，ERCプラント班に正
確な情報を提供できていない場面が

あった。

・一人の要員に「プラント状況，設備

状況の把握」と「ERCプラント班か
らの質問対応」の複数のタスクを担

わせており，状況が輻輳した場合に，

現況の把握ができなかった。

・ERC対応体制および役割を見直す。
－ERC-CPの役割分担の明確化
－ERC-CP を補佐し，CP 補助へ
指示する CP補佐リーダーを配置
－プラント状況を把握する要員と，

ERC プラント班からの質問に対
応する要員を明確化

・見直した体制・役割で，ERCプラン
ト班との情報共有ができることを確

認する。

-
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２．未適合炉訓練

（１）高放射線量下における作業継続の可否判断の改善

・SFP 水位低下原因への対応のため復
旧班員を派遣する場面において，作

業場所の放射線量が作業可能な値で

あるにも係わらず，作業中断を判断

した。

・緊急時対策本部（発電所）内におい

て，予想被ばく線量，作業重要度，

作業優先度および事象進展予測を踏

まえた対応方針を判断する仕組みが

明確ではなかった。

・当該事象の発生場面の振り返りを行

い，本部員に問題点等を周知する。

【2020.8.25実施済み】
・本部員を対象とした，本部対応時の

留意事項（プラントパラメータ，現

場状況（環境条件,線量等）に関する
具体的な数値を本部内で共有し，重

要度，優先度，今後の進展予測を踏

まえて判断する。）に関する教育を実

施する。

・本部内で，具体的な数値・根拠をも

って意思決定するため，各統括が，

意思決定に必要な情報の収集・報告

を，各機能班に対し，都度指示でき

ていることを確認する。

・本部内で数値・根拠が不明確なまま

本部判断していないことを確認す

る。

以上
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添付資料３

情報共有のためのツール等の活用

【プラント表示システムの使用】
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2020年度総合防災訓練 各訓練項目の主な内容

１．発電所各訓練項目の内容

訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

通報・連絡訓練 ・事象進展に応じた正確かつ

速やかな通報連絡（15分以内）
以下が実施できていることを確認する。

【情報統括の活動】

・手順書に定める通報・連絡の必要性を判

断し，情報管理班長に対し，通報文作成

指示行うことできる。

・作成した通報文の最終確認ができる。

・定期報告文（1 時間毎を目途）の作成指
示ができる。

１．情報統括の業務

①情報管理班長に通報文の作成を指示する。

②作成された通報文について最終確認を行う。

③「警戒事態該当事象発生後の経過連絡」，「応

急措置の概要（原子炉施設）」および「応急

措置の概要（事業所外運搬）」については，

定期（1時間毎を目途）の作成を指示する。
【情報管理班の活動】

・統括指示に基づき通報文を作成し，統括

確認の後，速やかに通報班長へ引き渡す。

・15 分以内を目途に完了することを考慮
し，対応できる。

２．班長の業務

①情報管理班長は，手順書に定める様式を用い

て通報文を作成し，情報統括の確認の後，通

報班長へ引き渡す。

②情報管理班長は，通報・連絡は，国，安全協

定先に 15 分以内を目途に完了するよう，通
報文は速やかに作成する。

【通報班の活動】

・手順書に定める通報・連絡経路に従い，

社内外関係箇所へ通報・連絡できる。

・15 分以内を目途に完了することを考慮
し，対応できる。

③通報班長は，通報文を手順書に定める通報・

連絡経路に従い，国，安全協定先に１５分以

内を目途に社内外関係箇所へ通報・連絡等

（FAX送信，電話連絡による着信確認）を行
う。

④通報班長は，通報連絡実績を管理する。

添付資料４

-
1
6
-

3
1



訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

・事象進展に応じた緊急時対策

要員への非常招集等の連絡

以下が実施できていることを確認する。

【情報管理班の活動】

・緊急時体制発令時に，緊急放送装置等を

用いて緊急時対策要員の非常招集連絡を

行うことができる。

①情報管理班長は，緊急時体制の発令に，緊急

放送装置（警報装置含む），緊急時サイレン

等を使用して緊急時対策要員に非常招集連

絡を実施する

②情報管理班長は，緊急時サイレンを用いる場

合は，当直長にサイレン吹鳴（1分間連続）
を要請する

・統合原子力防災ネットワークに接続する

設備等を適切に起動できる。

③情報管理班長は，統合原子力防災ネットワー

クのテレビ会議システムを起動する

④情報管理班長は，必要により非常用通信機器

（電話，FAX）を起動する
・SPDS データの伝送状況を確認し，情報
統括に報告できる。

⑤情報管理班長は，SPDSデータの国への伝送
が正常に行われていることを確認し，確認結

果を情報統括に報告する

【通報班の活動】

・緊急時体制の発令時に，緊急時連絡網等

を使用して緊急時対策要員への非常招集

連絡ができる。

⑥通報班長は，緊急時体制の発令は，緊急時連

絡網等（一斉招集システム等）を使用して緊

急時対策要員に非常招集連絡を実施する。

原子力災害医療訓練 ・管理区域内で発生した負傷者

の搬送

以下が実施できていることを確認する。

【救出隊の活動】

・班長の指示に基づき，直ちに救出隊を編

成し，出動できる。

・班長の指示する場所まで，被災者を搬出

し，適切に医療隊へ適切に引渡しできる。

・被災者の負傷状況および，汚染状況につ

いて班長に連絡できる。

１．救出隊の活動

①班長の指示に基づき，直ちに救出隊を編成

し，被災者の救出に向かう。

②被災者を班長が指示する場所（管理区域内）

へ搬出し，医療隊へ引渡す。

③被災者の負傷状況および，汚染状況について

班長に連絡する。
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訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

【医療隊の活動】

・班長の指示に基づき，直ちに医療隊を編

成し，出動できる。

・班長の指示する場所で，救出隊から被災

者を引き受け，症状に応じ健康管理セン

ターへの搬送もしくは医療機関へ適切に

引渡しできる。

・被災者を医療機関へ搬送する場合，付添

者として随行し，診療の状況を報告でき

る。

２．医療隊の活動

①班長の指示に基づき，直ちに医療隊を編成

し，被災者の救助に向かう。

②班長の指示する場所において，救出隊から被

災者の引渡しを受け，被災者の症状により健

康管理センターへ搬送もしくは医療機関へ

搬送または救急車へ引渡す。

③被災者を医療機関へ搬送する場合，付添者と

して随行し，診療の状況について報告する。

緊急時モニタリング訓練 ・可搬式モニタリング・ポスト

による空気吸収線量率測定

〔放射線管理班〕

以下が実施できていることを確認する。

・常設のモニタリング・ポスト機能が喪失

した場合，適切に可搬式モニタリング・

ポスト設置および放射線量の代替測定を

行うことができる。

・班長は，モニタリング状況等を適切に把

握し，班員に対し，個人線量計の着用並

びに放射線等防護装備の着用または携行

の指示を行うことができる。

１．可搬式モニタリング・ポストによる放射線量

の代替測定

①測定機能の喪失が確認されたモニタリン

グ・ポスト付近への可搬式モニタリング・ポ

スト設置および放射線量の代替測定を指示

する。

②個人線量計（APD，ガラスバッジ）の着用を
指示する。また，気象情報，モニタリング状

況及びプラント状況を確認し，汚染防護・化

学薬品防護装備収納袋（CARPリュック）内
の装備の着用または携行を指示する。

③道路状況等を確認し，資機材運搬手段（運搬

方法および運搬ルート）を指示する。

避難誘導訓練 ・体制発令に伴う敷地外避難

場所への避難誘導〔支援班〕

・一時立入者の発電所構内からの避難につ

いて所内へ周知できる。

・避難対象者等を指定の集合場所に集合さ

せ，避難場所に退避させることができる。

①一時立入者の発電所構内からの避難につい

て所内周知している。

②避難対象者を集合場所に集合させた後，避難

場所に退避させている。
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訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

復旧訓練 ・緊急時対策本部（発電所），

現場連携による機器故障の

原因推定および復旧方法の

検討〔復旧班〕

・機器故障の原因推定および復旧方法の検

討が実施できる。

①現場からの情報を元に，本部（支援室含む）

において機器故障の原因推定を実施してい

る。

②推定された原因に対応する復旧手順を選択

し，復旧作業が実施できている。

アクシデントマネジメント

訓練

・事象進展に伴うプラント状況

把握および事象進展予測

〔技術班〕

・収集したデータの分析および評価を行い，

プラント状況把握（燃料健全性評価等）

および事象進展予測（原子炉水位挙動評

価，格納容器圧力・温度挙動評価，燃料

プール水温上昇評価）ができる。 

①燃料健全性評価（炉心損傷の有無，燃料破損

の有無）を実施できている。

②AMシミュレータを使用して，原子炉水位挙
動（TAF到達までの時間）を評価できている。
③原子炉代替注水実施時に必要な注水量を評

価できる。

④AMシミュレータを使用して，格納容器健全
性に係る事象進展（トーラス温度，PCV 圧
力・温度）を予測できている。

⑤燃料プール水温上昇（65℃，100℃到達時間）
および水位低下（燃料が露出するまでの時

間）を評価できている。

・異常の拡大防止に必要な運転

に関する技術的措置の検討お

よびCOPによる緊急時対策本
部（発電所），緊急時対策総本

部（本社）への情報提示〔技

術班〕

・原子炉および燃料プール等の異常拡大防

止に必要な運転に関する技術的措置（緩

和戦略）を策定し，技術統括へ意見具申

できる。

・COPによりプラント状況整理・緩和戦略
を緊急時対策本部（発電所），緊急時対策

総本部（本社）へ提示することで情報共

有する。

①緊急時対策本部対応手順書を活用し，緩和戦

略を策定し，技術統括へ意見具申できてい

る。

②入手したプラントデータおよび本部ブリー

フィングの結果をまとめた資料（COP）を作
成し，緊急時対策本部（発電所），緊急時対

策総本部（本社）へ提示することで情報共有

できている。

電源機能等喪失時対応訓練

①全交流電源喪失時の

構内電源受電訓練

・緊急時対策本部（発電所），

現場連携による高圧発電機車

の移動，起動確認，給電ケー

ブルの敷設を実施〔復旧班〕

・訓練時間中に手順に基づき作業が実施で

きる。

①要員の役割分担を行い，通信手段の確保，手

順書準備等必要な資機材を確認している。

②手順に基づき，円滑な作業を実施している。

③適宜，状況報告を行っている。

（車両状況，現場状況，時間管理等）
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訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

②1,2 号機ディーゼル
発電設備軽油タンク

からの燃料抜取りお

よび可搬型設備への

燃料補給訓練

・緊急時対策本部（発電所），

現場連携によるタンクローリ

の移動，ホース展張を実施〔復

旧班〕

・訓練時間中に手順に基づき作業が実施で

きる。

①要員の役割分担を行い，通信手段の確保，手

順書準備等必要な資機材を確認している。

②手順に基づき，円滑な作業を実施している。

③適宜，状況報告を行っている。

（車両状況，現場状況，時間管理等）

③原子炉および燃料プ

ールへの消防車によ

る代替注水訓練

・緊急時対策本部（発電所），

現場連携による大量送水車お

よびホース展張車の移動，ホ

ース展張を実施。〔復旧班〕

・訓練時間中に手順に基づいた作業が実施

できる。

①要員の役割分担を行い，通信手段の確保，手

順書準備等必要な資機材を確認している。

②手順に基づき，円滑な作業を実施している。

③適宜，状況報告を行っている。

（車両状況，現場状況，時間管理等）

④原子炉補機冷却系代

替冷却訓練

・緊急時対策本部（発電所），

現場連携による移動式代替熱

交換設備および大型送水ポン

プ車の移動，ホース展張を実

施。〔復旧班〕

・訓練時間中に手順に基づいた作業が実施

できる。

①要員の役割分担を行い，通信手段の確保，手

順書準備等必要な資機材を確認している。

②手順に基づき，円滑な作業を実施している。

③適宜，状況報告を行っている。

（車両状況，現場状況，時間管理等）

その他 

指揮命令訓練

〔本部卓要員〕

・EAL，緊急時体制発令判断

-
2
0
-

3
5

シナリオ情報のため非公開



訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

・状況把握，将来予測および

将来予測を踏まえた方針決定

の実施

・現場活動可否判断の実施

広報対応訓練 ・報道機関に対する速やかな

第 1報連絡
・異常事象の内容を考慮し，必要な範囲の

報道機関に対し，速やかに第 1 報連絡が
できる。〔報道班〕

１．第 1報連絡
①広報統括は，異常事象の内容を考慮し，報道

機関への第 1 報連絡の必要性を判断してい
る。

②広報統括は，報道機関へ一斉 FAX 送信した
後，幹事社へルート連絡するよう，報道班長

に指示している。

③報道班は，報道機関へ一斉 FAX送信した後，
幹事社へルート連絡を行っている。

-
2
1
-

3
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訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

２．お知らせ文の作成・FAX送信
①報道班は，第 1 報を FAX 送信した後，体制
が整い次第，お知らせ文を作成している。

②報道班は，お知らせ文を必要な報道機関へ FAX
送信している。

・報道機関からの問い合わせへ

の対応〔報道班〕

・報道機関からの問い合わせに適切に対応

できる。〔報道班〕

３．報道機関からの問い合わせ対応

①報道班は，初動段階における報道機関への対

応にあたり，第 1報の内容を基本とし，個別
具体的な質問への対応は報道発表の際に行

う旨対応している。

②報道班は，対応上やむを得ず提供した情報が

ある場合，必要な社内広報対応関係先に周知

し，情報の共有化を図っている。

・自治体（模擬）へのリエゾン

派遣の対応〔対外対応班〕

・自治体（模擬）へのリエゾン派遣に適切

に対応できる〔対外対応班〕

４．自治体へのリエゾン派遣の対応

①島根県，松江市への技術的サポートを行う

ための要員派遣について，情報統括グループ

を通じて要請している。

②資機材の準備，派遣状況等について，手順書

に基づき管理している。

③時系列管理システムによる情報の共有化を

行っている。

④対自治体への派遣要員に対して，適宜，通報

連絡内容等の情報を提供している。

オフサイトセンター連携訓

練

・オフサイトセンターへの要員

派遣（実動）〔支援班〕

【支援班の活動】

・緊急時体制等の発令時に，OFC 派遣
要員が所属する班のロジ要員からの報告

を元に派遣者名簿を作成し，要員把握を

１．支援班の活動

①OFC派遣要員所属班へOFC派遣者の氏名お
よび連絡先を確認し，名簿を作成している。

②OFC派遣用車両および OFC活動用資料，資

-
2
2
-
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訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

行うことができる。

・派遣用車両および活動に必要な資機材の

準備を速やかに行うことができる。

機材を準備している。

③OFC派遣決定後，OFC派遣要員が集合場所
へ集合していることを確認し，名簿により点

呼している。

・緊急時対策本部（発電所），

緊急時対策総本部（本社），プ

ラントチームとの連携，情報

共有

〔オフサイトセンター派遣要

員〕

【OFC派遣要員の活動（構内）】
・緊急時体制等の発令時に，適切に出動準

備を行うことができる。

・エマージェンシーコールまたは支援統括

の出発指示に基づき，速やかに出動する

ことができる。

２．OFC派遣要員の活動（構内）
①発電所において非常時体制または緊急時体

制が発令された場合，班内での初動ブリーフ

ィング終了後，集合場所（免震重要棟２階本

部）へ集合している。

②エマージェンシーコールまたは支援統括の

出発指示により，集合場所に集合し，支援班

の点呼により，全員が集合したことを確認し

た後，OFCへ出発している。

【OFC派遣要員の活動（現地）】
・事業者ブースおよびプラントチームの設

営準備を行うことができる。

・プラントチーム要員は，事業者ブースと

連携しプラント状況の入手・整理を行い，

OFC 内会議用資料を準備することがで
きる。

３．OFC派遣要員（事業者ブース，プラントチー
ム）

①ブース要員は，時系列管理システムや ERSS
により情報収集し，ホワイトボードにプラン

ト状況を整理している。

②ブース要員は，本部，総本部，後方支援拠点

との疎通確認を実施している。

③プラントチーム要員は，原子力防災専門官に

統合防災ネットワークの TV会議（ERC－本
社連携）へのオブザーバ接続を依頼するとと

もに，事業者ブースと連携しプラント状況の

入手・整理を行い，OFC内会議用資料を準備
している。

-
2
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-
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２．本社各訓練項目の内容

訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

原子力災害医療訓練 ・ERC 医療班（模擬）への情報
提供を実施

・ERC医療班（模擬）への情報提供を実施
できる。

・負傷者が発生した場合，負傷者の情報を整理し

ERC医療班（模擬）へ情報提供を実施できるこ
とを確認する。

・発電所構内の医療体制確立に

向けた医師の派遣要請を実施

・発電所構内の医療体制確立に向けた医師

の派遣要請を実施できる。

・（公財）原子力安全技術協会へ医師の派遣要請

が実施できることを確認する。

アクシデントマネジメント

訓練

・緊急時対策総本部（本社）の

各班が発電所支援に係る活動

を実施

・定められた活動が実施できる。 ・定められた活動が実施できることを確認する。

原子力緊急事態支援組織連

携訓練

・原子力緊急事態支援組織（美浜

原子力緊急事態支援センター）

への支援要請を実施

・原子力緊急事態支援組織（美浜原子力緊

急事態支援センター）への連絡およびロ

ボット等の支援要請を実施できる。

・原子力緊急事態支援組織（美浜原子力緊急事態

支援センター）へ必要な連絡を実施できること

を確認する。

・原子力緊急事態支援組織（美浜原子力緊急事態

支援センター）へ支援要請およびロボットの到

着時間の確認を実施できることを確認する。

その他

指揮命令訓練 ・事象の進展に応じて，速やかに

緊急時体制を発令し，発電所活

動の支援を実施

・緊急時対策総本部の立ち上げができる。 ・事象発生後，速やかに体制発令・要員招集がで

きることを確認する。

・社内 TV 会議システムを接続し，緊急時対策
本部（発電所）との情報共有ができることを確

認する。

・必要な連絡先に事象発生の連絡が実施で

きる。

・事象の進展に応じて，必要な社内外関係箇所へ

の連絡が実施できることを確認する。

ERC対応訓練 ・プラント状況等について ERC
プラント班との情報共有の実

施

・ERC-CPが，ERCプラント班に対して，
統合原子力防災ネットワーク，COP，備
え付け資料等の活用により，EAL，プラ
ント状況，対応戦略等の必要な情報をわ

かりやすく適宜情報共有できる。

・統合原子力防災ネットワーク TV会議システム
からの接続要求に応答できることを確認する。

・ERC-CPが ERCプラント班へ提供すべき情報
を緊急時対策本部（発電所）や緊急時対策総本

部（本社）から入手できることを確認する。

・CP 補佐リーダーおよび CP 補佐は，入手した
情報を整理し，ERC-CPへ報告するとともに，
ERC-CPは ERCプラント班に対して，適宜情
報共有できることを確認する。

-
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訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

・ERC プラント班からの質問に対して，
発電所または即応センター内から情報を

集め，回答できる。

・ERC プラント班からの質問を管理できている
ことを確認する。また，ERCプラント班へ回答
できていることを確認する。

・ERC 対応室の通信機器の操作が適切に
実施できる。

・通信機器（TV 会議システム，書画装置）の操
作が円滑に実施できることを確認する。

・音声不調等が発生した場合，必要な対応が実施

できることを確認する。

広報対応訓練 ・模擬記者会見を実施 ・模擬記者会見（わかりやすい広報対応

含む）が実施できる。

・関係箇所と調整し，指定時間までに模擬記者

会見の準備ができることを確認する。

・記者役に対して，わかりやすい広報対応が実施

できていることを確認する。

・会見中に情報が更新された場合，速やかに情報

を発信できることを確認する。

・記者からの質問に対して回答できることを確認

する。

・ERC 広報班と連動したプレス
対応の実施

・ERC 広報班と連動したプレス対応が実
施できる。

・ERC広報班と連動したプレス対応が実施できる
ことを確認する。

・模擬ホームページ，SNS によ
る情報発信を実施

・模擬ホームページや SNS による社外へ
の情報発信が適切に実施できる。

・模擬ホームページや SNS に必要なプレス情報
を登録できることを確認する。

原子力事業者間協力協

定対応訓練

・他の原子力事業者と連携し，発

電所の支援を実施

・「事業者間協力協定」に基づく支援要請

を実施できる。

・発電所支援について，幹事事業者との連

携援が実施できる。

・「事業者間協力協定」に基づき，支援要請を

実施できていることを確認する。

・発電所支援について，幹事事業者との連携が

実施できることを確認する。

原子力事業所災害対策

支援拠点対応訓練

・支援拠点を立ち上げ，即応セン

ターとの情報共有を実施

・支援拠点を立ち上げ，即応センターと連

携できる。

・支援拠点への派遣要員を選定し，派遣に向けた

準備が実施できることを確認する。

・通信機器により，支援拠点と必要な情報を共有

できることを確認する。【一部要素訓練で実施】

・支援拠点に通信機器を設置し，通信手段を確保

できることを確認する。【要素訓練で実施】

・除染エリアを設置し，人および車両のスクリー

ニング・除染が実施できることを確認する。【要

素訓練で実施】

-
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訓練項目 訓練内容 達成目標 主な検証項目 

オフサイトセンター連

携訓練

・OFC への派遣要員との情報共
有を実施

・情報共有ツールにより，OFC への派遣
要員との情報共有が実施できる。

・入手した OFC 情報を即応センター内へ
共有できる。

・情報共有ツール（電話，FAX，社内 TV 会議
システム等）の操作が円滑に実施できることを

確認する。

・OFC 派遣要員から入手した情報を，情報共有
ツール（時系列管理システム）により即応セン

ター内へ共有できることを確認する。

以上

-
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情報共有のための情報フロー（1/12）

発電所  本社 - ERC間の情報フロー（全体図）

添付資料５

情報共有のための情報フロー（2/12）

前回訓練での情報共有に関する課題に対する改善点

昨年度訓練 ，情報共有 関  課題 ，本部内 情報共有 関 課題
（系統状態等の共有方法の改善）を抽出したことから，本部卓で共有すべき情報，
共有 ，運用等 整理 

今年度訓練 ，整理 活用 必要 情報共有 行 確
認する。

，共有 情報 基  緊急時対策本部内 誤  判断 解釈 行 
ことを確認する。

一方 ，情報 関  課題，更  改善 係 気付 事項 抽出 
，情報 見直  実施   

-27-
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情報共有のための情報フロー（3/12）

①EAL 関  情報 流

①-1
①-3

①-4

①-7

①-6

①-5

①-8

①-2

情報共有のための情報フロー（4/12）

いつ 誰が 誰に 何の情報を どうやって

①-1 EAL該当事象発生時 当直長 監視班 事故 状況 電話

①-2 ①-1受領後 監視班 緊急時対策所
全体

特定事象に該当するプラント状況に
なった旨を周知 発話

①-3 ①-2受領後 本部長 緊急時対策所
全体 EAL事象に該当したことを判断 発話

①-4 ①-3により特定事象該
当を判断した時

緊急時対策所
CP

即応センター
CP

EAL事象に該当する判断
ホットライン

緊急時対策所 即応センター TV会議

①-5 ①-4受領後 本社統括班 即応センター
全体 EAL事象に該当する判断 発話

①-6 ①-4受領後 ERC-CP ERC 班 特定事象発生連絡（速報） TV会議

①-7
①-3によりEAL事象該
当を判断し，通報連絡
様式を作成した時

情報管理班
ERC
統括班
ERC対応室

特定事象発生連絡 FAX

①-8 ①-7受領後 ERC-CP ERC 班 特定事象発生連絡（詳細） TV会議

①EAL 関  情報 流
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情報共有のための情報フロー（5/12）

②事故      状況 関  情報 流 

②-1

②-5

②-3

②-4

②-2

情報共有のための情報フロー（6/12）

いつ 誰が 誰に 何の情報を どうやって

②-1 適宜 当直長     監視班 事故     状況 電話

②-2
（初回）体制確立  

20分目途
（更新）20分毎

プラント監視班 本社技術班 COP-B 社内NW

②-3 ②-2受領後 本社技術班

リエゾン

COP-B

社内NW

ERC-CP
CP補佐 印刷・配布

②-4 ②-3受領後     ERC    班 COP-B 印刷 配布

②-5 ②-3受領後 ERC-CP ERC    班 COP等 用  事故     状況 TV会議

②事故      状況 関  情報 流 

-29-
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情報共有のための情報フロー（7/12）

③事故収束対応戦略 関  情報 流

③-1

③-2

③-4
③-5

③-6

③-7

③-3

情報共有のための情報フロー（8/12）

いつ 誰が 誰に 何の情報を どうやって

③-1 ブリーフィングが必要と判
断した時 技術統括 緊急時対策所

全体 事故収束対応戦略

③-2 ブリーフィング実施時

緊急時対策所
CP

即応センター
CP 事故収束対応戦略

（ブリーフィング内容）

ホットライン

緊急時対策所 即応センター TV会議

③-3 ブリーフィング実施時 ERC-CP ERCプラント班 ブリーフィング内容（速報） TV会議

③-4 終了時 発電所技術班 本社技術班 COP-C 社内NW

③-5 ③-4受領後 本社技術班
リエゾン

COP-C
社内NW

ERC-CP
CP補佐 印刷・配布

③-6 ③-5受領後 ERC 班 COP-C 印刷 配布

③-7 ③-5受領後 ERC-CP ERC 班 COP等 用  事故収束対応戦略 TV会議

③事故収束対応戦略 関  情報 流
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情報共有のための情報フロー（9/12）

④対応戦略 進捗状況 関  情報 流

④-1

④-2

④-3
④-4

④-5

④-6

情報共有のための情報フロー（10/12）

いつ 誰が 誰に 何の情報を どうやって

④-1 適宜
当直長 監視班 常設設備 状況 電話

復旧班
（現場）

復旧班
（緊急時対策所） 可搬型設備，アクセスルートの状況 電話

④-2 適宜 復旧班
（緊急時対策所） 監視班 可搬型設備， 状況 伝令

④-3 ④-2受領後，
原則として20分毎 プラント監視班 本社技術班 COP-A

COP-D 社内NW

④-4 ④-3受領後 本社技術班

リエゾン
COP-A
COP-D

社内NW

ERC-CP
CP補佐 印刷・配布

④-5 ④-4受領後 ERC 班 COP-A
COP-D 印刷・配布

④-6 ④-4受領後 ERC-CP ERC 班 COP等 用  対応戦略 進捗状況 TV会議

④対応戦略 進捗状況 関  情報 流
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情報共有のための情報フロー（11/12）

⑤ERC 班 質問  回答 関  情報 流 

⑤-1

⑤-2

⑤-2

⑤-4

⑤-4

⑤-5

⑤-6⑤-3

情報共有のための情報フロー（12/12）

いつ 誰が 誰に 何の情報を どうやって

⑤-１ ERCプラント班からの
質問時 ERCプラント班 ERC-CP ERCプラント班からの質問 TV会議

⑤-2 ⑤-1質問受領後 CP補佐

即応センター
各班

質問内容から対応する班を決定し，
回答の検討を依頼 電話，伝令

緊急時対策所
各班

質問内容から対応する班を決定し，
回答の検討を依頼 電話

⑤-3 ⑤-1質問受領後 CP補佐 全体 問合  内容 時系列管理
システム

⑤-4 ⑤-2依頼 受領 ，
回答検討後

即応センター
各班 CP補佐 問合 対 回答 電話，伝令

緊急時対策所
各班 CP補佐 問合せに対する回答 電話

⑤-5 ⑤-4回答受領後 ERC-CP ERC 班 質問回答 TV会議

⑤-6 ⑤-5回答後 CP補佐 全体 回答内容 時系列管理
システム

⑤ERC 班 質問  回答 関  情報 流 
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添付資料６

緊急時対策本部，緊急時対策総本部レイアウト図

【緊急時対策本部レイアウト】
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【緊急時対策総本部（本社５ＦＬ 原子力災害対策室）レイアウト】

-
3
4
-

4
9



（参考）訓練実施体制

-
3
5
-

5
0



ERC対応ブース 配席図

防災NW機器

地上系IP電話 地上系IPFAX
衛星系IP電話

その他機器

NTT電話 NTTFAX ERSS OAPC 書画装置
PHS

IP
FAX

NTT
FAX

CP１

CP２

補佐②

補佐④

安全担当

安全とりまとめ

ホワイトボード

補佐①

補佐⑥

補佐リーダー

補佐③

ホ
ワイ
トボ
ー
ド

統合原子力防災NW
TV会議システム

プラントとりまとめ

補佐⑤

運転管理担当

設備担当

添付資料７

ホワイトボード

ERC対応ブース 役割分担

ERCプラント班
 説明資料配布，補足説明
・ERCプラント班の要望事項等の
整理，ERC対応 連絡
・ERCプラント班からの質問対応

ERCリエゾン（プラント）

・ERCリエゾン窓口
・ERCリエゾン質問に対する回答
・ERCリエゾンからの情報を即応
センター内に共有

補佐①

原子力規制庁

即応センター

・システム操作

補佐②

 質問管理（ 
パー）

補佐③

 時系列入力

補佐④

・発電所音声の確認

補佐⑤，⑥

 安全評価，対応戦略，事象
進展予測に関する情報収集，
質問対応の取りまとめ

安全関係とりまとめ

 安全評価，対応戦略，事象
進展予測に関する情報収集，
質問対応

安全関係担当

プラント関係とりまとめ

・プラント・設備に関する情報収
集，質問対応の取りまとめ

・手順に関する情報収集，質問
対応

運転管理担当

・設備（可搬型設備含む）に
関する情報収集，質問対応

設備担当

CP①
・プラント状況，設備準備状況，
モニタリング関係の説明
・通報文，EAL，COP-A，Dの
説明

 安全評価，対応戦略，事象
進展予測の説明
・COP-B，Cの説明

CP②

・ERC対応の全体取りまとめ
・CP補佐等への指示
・ERC-CPの補助

補佐リーダー
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ERC書架内 資料整備状況（1/4）
項 目

概要等
原子力防災体制

島根原子力発電所関連拠点

島根原子力発電所 概要

島根原子力発電所2号機 設備概要［機器仕様］

島根原子力発電所 敷地高 （概要）

島根原子力発電所 主 資機材配置場所

島根原子力発電所 屋外 

島根原子力発電所2号機 概要（主要断面図）

島根原子力発電所2号機 系統概略図

島根原子力発電所2号機 1次冷却設備系統説明図

島根原子力発電所2号機 非常用炉心冷却設備系統説明図

島根原子力発電所2号機 主要 仕様一覧

島根原子力発電所2号機 新規制基準等対応設備

島根原子力発電所 安全対策

別紙３

ERC書架内 資料整備状況（2/4）
項 目

主要電力供給設備

島根原子力発電所 外部電源電線路

島根原子力発電所 単線結線図（簡略版）

モニタリングポスト

モニタリング設備配置場所等

気象観測装置配置場所等

島根原子力発電所2号機 系統概略図（炉心冷却機能）

島根原子力発電所2号機 系統概略図（格納容器破損防止機能）

有効性評価
重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価

事故進展解析結果（炉心冷却失敗，格納容器 失敗）

崩壊熱除去 必要 注水量

水源・電源・計器他
島根原子力発電所 水源一覧

島根原子力発電所 電源系統図
-1-
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ERC書架内 資料整備状況（3/4）
項 目

島根原子力発電所2号機 炉心損傷時 注水操作 

島根原子力発電所2号機 格納容器内水位，温度検出器

島根原子力発電所2号機 格納容器 時 流入経路

島根原子力発電所2号機 中性子検出器 測定範囲

島根原子力発電所2号機 原子炉水位計

島根原子力発電所2号機 S/P 水位容量

島根原子力発電所2号機 地震計配置図

島根原子力発電所2号機 PLR 説明図

島根原子力発電所2号機 系統概要図（燃料  補給水機能）

島根原子力発電所2号機 燃料 構造

島根原子力発電所2号機 燃料 水位計

島根原子力発電所2号機 燃料 水位関連

島根原子力発電所2号機 燃料 現状（種別毎 本数，発熱量，水温上昇 水位低下予測）

対応手段

島根原子力発電所 事故時対応手段 仕様一覧

ERC書架内 資料整備状況（4/4）
項 目

その他
島根原子力発電所2号機 主要建物平面図

溢水防護対策設備設置個所

関係自治体

島根原子力発電所 津波対策

島根原子力発電所 竜巻対策

ERSS 島根原子力発電所2号機

添 付
資料集 手順書 図

島根原子力発電所2号機 設備性能等

原子力用語 略語集

EAL判断基準

COP

島根原子力発電所 設備概要

緊急時対策本部対応手順書 対応フロー
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【新規制基準適合炉】　ＥＡＬ早見表　(1／4）
（特記なき場合，保安規定で定める全ての原子炉の状態において適用）

原子力災害対策手順書（プラント監視班）
別冊-4　改正-34

ＡＬ<警戒事態> ＳＥ<施設敷地緊急事態>　原災法１０条　通報基準 ＧＥ<全面緊急事態>　原災法１５条　緊急事態宣言発出基準

別冊-4(-11-)

ＳＥ０１
敷地境界付近の
放射線量の上昇

〔γ線が１μＳｖ／ｈ以上の場合は中性子線との合計線量で５μＳｖ／ｈ以上〕

〔５μＳｖ／ｈはＭＰ（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ）５×１０３ｎＧｙ／ｈに相当〕

〔放射線ﾓﾆﾀ（ｽﾀｯｸ，ＣＡＭＳ，燃取ｴﾘｱ，Ｒ／Ｂ排気）に異常がない場合は除外〕

放射線量が５μＳｖ／ｈ以上
（２箇所検出）

ＧＥ０１
敷地境界付近の放
射線量の上昇

〔５μＳｖ／ｈはＭＰ（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ）５×１０３ｎＧｙ／ｈに相当〕

ＳＥ０２
通常放出経路での気体
放射性物質の放出

ＳＥ０６
施設内（原子炉外）
臨界事故のおそれ

ＳＥ０４，ＳＥ０５
火災爆発等による管
理区域外での放射線
（放射性物質）の放出

１０分継続

ＧＥ０２
通常放出経路での気体
放射性物質の放出

管理区域境界空間放射線量
５ｍＳｖ／ｈ以上
（通常経路以外）

当該場所における空気中の
放射性物質の放射能水準が
１時間当たり５００μＳｖ／ｈの
放射線量に相当する濃度

ＧＥ０４，ＧＥ０５
火災爆発等による管理
区域外での放射線（放
射性物質）の異常放出

１０分継続

ＧＥ０６
施設内（原子炉外）
臨界事故

１時間継続自動ハーフスクラム発生

原因特定不能
（スクラムすべき状況であるか確定できない） ＡＬ１１

原子炉停止機能の異常又は
異常のおそれ

〔１時間以内にＬＣＯ逸脱を宣言し原子炉停止操作を開始した場合

または，全制御棒全挿入の場合は除外〕

全ての原子炉停止操作※による
原子炉停止の不能

ＧＥ１１
全ての原子炉停止
操作の失敗

定格出力の０．１％未満

確認不能

ＳＥ０３
通常放出経路での液体
放射性物質の放出

ＧＥ０３
通常放出経路での液体
放射性物質の放出

＊落雷時は除く

＊落雷時は除く

※全ての原子炉停止操作とは，自動スクラム／手動スクラム／手動代替制御棒挿入／原
子炉モードＳＷ停止／スクラムテストスイッチによる個別スクラム／制御棒手動挿入／原子
炉保護系電源断／スクラムパイロット弁用制御空気ブローによる制御棒挿入およびほう酸
水注入系の操作をいう。

未挿入制御棒１本以下

確認不能

ＩＲＭ４レンジフルスパン：０．０４％

ＩＲＭ５レンジフルスパン：０．１２５％

放
射
線
量
・
放
射
性
物
質
放
出

止
め
る

測定が困難で水準以上の測
定結果が検出される蓋然性が
高い場合

火災爆発等の事象発生

１０分継続

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用
原子炉の状態

「運転」「起動」時適用

主排気筒モニタ
・１号：３，９００ ｓ－１

・１号T/B，２号：１，３００ ｓ－１
１０分継続

放水路水モニタ
・１号：５，８００ ｓ－１

・２号：７，４００ ｓ－１

（ＭＰ ５μＳｖ／ｈ 相当）

１０分継続

１０分継続

１０分継続

火災爆発等の事象発生

放水路水モニタ
・１号：５，８００ ｓ－１

・２号：７，４００ ｓ－１

（ＭＰ ５μＳｖ／ｈ 相当）

主排気筒モニタ
・１号：３，９００ ｓ－１

・１号T/B，２号：１，３００ ｓ－１

原子炉外で臨界状態が発生

放射線量が５μＳｖ／ｈ以上
（１箇所検出）

管理区域境界空間放射線量
５０μＳｖ／ｈ以上
（通常経路以外）

当該場所における空気中の放
射性物質の放射能水準が１時
間当たり５μＳｖ／ｈの放射線
量に相当する濃度

測定が困難で水準以上の測
定結果が検出される蓋然性が
高い場合

原子炉外で臨界状態
発生の蓋然性が高い

ＧＥ０２ 同様

ＧＥ０３ 同様

中央制御室からの全制御棒挿入操作※
による原子炉停止の不能

未挿入制御棒１本以下

確認不能

※制御棒の挿入とは，自動スクラム／手動スクラム／手動代替制御棒挿
入／原子炉モードＳＷ停止をいう。

別紙４
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【新規制基準適合炉】　ＥＡＬ早見表　(2／4）
（特記なき場合，保安規定で定める全ての原子炉の状態において適用）

原子力災害対策手順書（プラント監視班）
別冊-4　改正-34

ＡＬ<警戒事態> ＳＥ<施設敷地緊急事態>　原災法１０条　通報基準 ＧＥ<全面緊急事態>　原災法１５条　緊急事態宣言発出基準

別冊-4(-12-)

ＧＥ２１
原子炉冷却材漏えい時
における非常用炉心冷
却装置による注水不能

ＧＥ２２
原子炉注水機能の
喪失

ＡＬ２３
原子炉除熱機能の
一部喪失

主復水器真空度
（２８．８kPa〔gage〕）

全てのＭＳﾗｲﾝ使用不能

ＲＨＲ除熱機能１系統のみ

〔機能喪失とはＳＤＣ，Ｓ／Ｐ冷却，ＰＣＶスプレイ，全て使用不能の場合〕

Ｓ／Ｐ平均水温１００℃以上

ＧＥ２３
残留熱除去機能喪失
後の圧力制御機能
喪失

外部電源喪失

非常用交流母線※１
１母線のみ健全

上記母線への供給電源※２
が１つのみ健全

３時間継続
ＡＬ２５
非常用交流高圧
母線喪失又は喪
失のおそれ

ＤＣ１１５Ｖ母線
１母線のみ健全

上記母線への供給電源※
が１つのみ健全

５分間継続
ＳＥ２７
直流電源の
部分喪失

※供給電源

・Ａ－ＤＣ１１５Ｖ系母線：蓄電池，Ａ－１１５Ｖ系充電器，予備充電器Ｂ－１１５Ｖ系充電器，

・Ｂ－ＤＣ１１５Ｖ系母線：蓄電池，Ｂ－１１５Ｖ系充電器，Ｂ１－１１５Ｖ系充電器（ＳＡ），ＳＡ用１１５Ｖ系充電器

ＧＥ２５
非常用交流高圧
母線の１時間以
上喪失

３０分間継続

ＳＥ２５
非常用交流高圧
母線の３０分間
以上喪失

Ａ－１１５Ｖ ＤＣ母線
使用不能 ＧＥ２７

全直流電源の
５分以上喪失

５分間継続

常用系全給水喪失（ＲＣＩＣを除く）※
ＳＥ２２
原子炉注水機能
喪失のおそれ

ＨＰＡＣ 注水不能

ＲＣＩＣ系 注水不能

ＨＰＣＳ系 注水不能

ＲＨＲ全系統除熱機能喪失

ＳＥ２３
残留熱除去機能の
喪失

〔ＳＤＣ，Ｓ／Ｐ冷却，ＰＣＶスプレイ，全て使用不能の場合〕

ＡＬ２２
原子炉給水機能の
喪失

ＳＥ２１
原子炉冷却材漏えい時における

非常用炉心冷却装置による一部

注水不能

※常用の給復水機能が対象

※２供給電源：外部電源，非常用ディーゼル発電機，

ガスタービン発電機，他号炉からの高圧電源融通

Ｄ／Ｗ不明確な漏えい
（０．２３ｍ３／h以上）

格納容器最高使用圧力
（４２７ｋＰａ〔gage〕到達）

冷
や
す

ＨＰＣＳ系 注水不能

原子炉格納容器内外からの
冷却材漏えい

（警報／パラメータ変動／現場発見）

ＲＣＩＣ系 注水不能

ＨＰＡＣ 注水不能

ＬＰＣＳ系 注水不能

ＲＨＲ系 注水不能

ＦＬＳＲ 注水不能

ＨＰＣＳ系 注水不能

原子炉格納容器内外からの
冷却材漏えい

（警報／パラメータ変動／現場発見）

ＲＣＩＣ系 注水不能

ＨＰＡＣ 注水不能

ＬＰＣＳ系 注水不能

ＲＨＲ系 注水不能

ＦＬＳＲ 注水不能

（原子炉の減圧操作が出来ない場合も

低圧系の注水不能に該当する）

（交流電源喪失時の電源切替えに伴う

30分以内のＲＨＲ系の機能停止は除く）

ＡＬ２１
原子炉冷却材の
漏えい

１５分間継続

１時間継続

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

Ｂ－１１５Ｖ ＤＣ母線
使用不能

ＧＥ４１，ＧＥ４２確認

ＡＯＴ時間内に要求される
措置を実施不可

非常用交流母線※１への

供給電源※２が停止

ＥＣＣＳ系起動条件

原子炉格納容器内外からの
冷却材漏えい

（警報／パラメータ変動／現場発見）

※１非常用交流母線：非常用交流高圧電源母線（Ｃ系，Ｄ系，

ＨＰＣＳ系），緊急用交流高圧電源母線（緊急用メタクラ）
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【新規制基準適合炉】　ＥＡＬ早見表　(3／4）
（特記なき場合，保安規定で定める全ての原子炉の状態において適用）

原子力災害対策手順書（プラント監視班）
別冊-4　改正-34

ＡＬ<警戒事態> ＳＥ<施設敷地緊急事態>　原災法１０条　通報基準 ＧＥ<全面緊急事態>　原災法１５条　緊急事態宣言発出基準

別冊-4(-13-)

原子炉圧力容器内に
照射燃料あり

原子炉水位低
（Ｌ２：－１１２ｃｍ）

ＡＬ２９
停止中の原子炉冷却機能
の一部喪失

ＡＬ３０
使用済燃料貯蔵槽の
冷却機能喪失のおそれ

ＳＦＰ水位が燃料頂部※１
＋６ｍまで低下※２

ＳＦＰ水位が燃料頂部※１
＋４ｍまで低下※２

ＳＦＰ水位が燃料頂部※１

＋４ｍまで低下のおそれ

水位監視不能※３

ＳＥ３０
使用済燃料貯蔵槽の
冷却機能喪失

ＳＦＰ水位が燃料頂部※１
＋２ｍまで低下※２

ＳＦＰ水位が燃料頂部※１
＋２ｍまで低下のおそれ※３

水位監視不能※４

ＧＥ３０
使用済燃料貯蔵槽の冷却
機能喪失・放射線放出

ＳＥ４３
原子炉格納容器
圧力逃がし装置の
使用

ＰＣＶ圧力逃がし装置使用

炉心損傷なし

〔ＣＡＭＳ γ線基準値以下〕

ＡＬ４２
単一障壁の喪失
または喪失のおそれ

ＧＥ４２
２つの障壁喪失およ
び１つの障壁の喪失
または喪失のおそれ

ＧＥ２８
炉心損傷の検出

Ｄ／ＷまたはＳ／ＣのＣＡＭＳγ線線量率が，

原子炉停止後の時間経過に応じて炉心損傷と

判断する基準値を超えた場合。

ＳＥ４２
２つの障壁の喪失
または喪失のおそれ

＊各障壁の喪失又は喪失のおそれの判断については，

「別表2 各障壁の喪失の判断基準」で判断する。

なお，［原子炉冷却系障壁喪失のおそれ］については，

［喪失］と読み替える。

（別表2で「原子炉冷却系障壁］に関しては，［喪失のおそれ］

の該当は無く［喪失］のみであるため）

格納容器最高使用圧力
（４２７ｋＰａ〔gage〕到達）

ＧＥ４１
格納容器圧力の
異常上昇

ＳＥ４１
格納容器健全性
喪失のおそれ

冷
や
す

閉
じ
込
め
る

Ｄ／Ｗ最高使用温度
（１７１℃到達）

ＧＥ２９
停止中の原子炉冷却機能
の完全喪失

ＦＬＳＲによる注水不能

ＳＥ２９
停止中の原子炉冷却機能
の喪失

原子炉水位低
（Ｌ１：－３８１ｃｍ）

全てのＥＣＣＳによる
注水が不能原子炉の状態

「冷温停止」「燃料交換」時適用
原子炉の状態

「冷温停止」「燃料交換」時適用

原子炉の状態

「冷温停止」「燃料交換」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

ＧＥ４２確認

ＧＥ４２確認

炉心の損傷を示す放射線量を検知

ＧＥ２３，ＧＥ４２確認

3つの障壁のうち，いずれか2つの障壁
の喪失若しくはそのおそれがある場合

3つの障壁のうち，2つの障壁が喪失し，
3つ目の障壁の喪失若しくはそのおそれ

がある場合

3つの障壁のうち，燃料被覆管障壁又は
原子炉冷却系障壁のいずれかの喪失
若しくはそのおそれがある場合

※１ 燃料貯蔵ラック上端

※２ 燃料プール水位計，監視カメラ等により確認

原子炉の状態

「運転」「起動」「高温停止」時適用

格納容器圧力または温度が格納容器スプレイ

基準（S/C圧力245kPa又はD/W温度171℃接近）

格納容器スプレイ不可

格納容器スプレイ実施
上昇傾向

１５分継続

常用設備故障による圧力又は温度上昇の場合は除外

※１ 燃料貯蔵ラック上端

※２ 燃料プール水位計，監視カメラ等により確認

※３ 直接的または間接的（監視カメラ）な手段によって液面確認不可

※１ 燃料貯蔵ラック上端

※２ 燃料プール水位計，監視カメラ等により確認

※３ 使用済み燃料貯蔵槽付近の放射線モニタが有意に上昇している場合

※４ 直接的または間接的（監視カメラ）な手段によって液面確認不可
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【新規制基準適合炉】　ＥＡＬ早見表　(4／4）
（特記なき場合，保安規定で定める全ての原子炉の状態において適用）

原子力災害対策手順書（プラント監視班）
別冊-4　改正-34

ＡＬ<警戒事態> ＳＥ<施設敷地緊急事態>　原災法１０条　通報基準 ＧＥ<全面緊急事態>　原災法１５条　緊急事態宣言発出基準

別冊-4(-14-)

ＳＥ５１
原子炉制御室他の
一部の機能喪失
・警報喪失

ＡＬ５１
原子炉制御室他の
機能喪失のおそれ

ＡＬ５２
所内外通信連絡機能の
一部喪失

使用可能な事業所内通信設備
が一つの手段のみ

通信設備がどれか一つの手段のみとは，設備的に異なる電力保安回線，公衆回線，

衛星回線等のうち，使用可能な通信手段が１種類のみになる場合をいう。

ＳＥ５２
所内外通信連絡機能の
全て喪失

ＳＥ５３
火災・溢水による安全機
能の一部喪失

火災
（別表３で定める区域において）

同一機能を有する系統が
１系統のみとなるおそれ※

ＡＬ５３
重要区域での火災・溢
水による安全機能の一
部喪失のおそれ

外的な事象による
原子力施設への影響

原子炉施設以外に起因する事象による放射
性物質又は放射線の放出又は放出の恐れに
対し，防護措置の準備及び防護措置の一部
の実施を開始する必要がある事象

ＳＥ５５
防護措置の準備および
一部実施が必要な事象
発生

ＸＳＥ６１
事業所外運搬での
放射線量率上昇

ＸＳＥ６２
事業所外運搬での
放射性物質漏えい

ＧＥ５５
住民の避難を開始する
必要がある事象発生

ＸＧＥ６１
事業所外運搬での
放射線量率の異常
上昇

ＧＥ５１
原子炉制御室他の
機能喪失・警報喪失

〔一定以上：１ｍ離れた地点で３０分間の被ばくが５０ｍＳｖとなる放射線量〕

※保安規定で定める原子炉の状態において，機能要求がない場合を除く

運搬容器からの放射性物質の漏えい発
生又は漏えいの蓋然性が高い

運搬容器から１ｍの距離で
放射線量が１００００μＳｖ／ｈ

（１０ｍＳｖ／ｈ）以上

原子炉施設異常発生

＊原子力防災管理者が判断 ＊原子力防災管理者が判断

※放射線レベルや室温上昇等により，

運転員が操作を容易にできなくなる状況をいう。

※制御盤の表示灯，警報，指示値，記録計の機能が喪失する等により

運転･監視の可能な安全設備が1系統のみとなった状態をいう。（ＨＰＣＳ系を除く）

※制御盤の表示灯，警報，指示値，記録計の機能が喪失する等により

すべての安全設備の運転・監視ができなくなった状態をいう。（ＨＰＣＳ系を除く）

そ
の
他
脅
威

事
業
所
外
運
搬

中央制御室での操作が困難※

ＲＳＳでの操作が困難※

事業所内通信設備が
全て使用不能

事業所外への通信設備が
全て使用不能

溢水
（別表３で定める区域において）

※保安規定で定める原子炉の状態において，機能要求がない場合を除く

原子炉施設以外に起因する事象による放射
性物質又は放射線の異常な水準の放出又は
放出の恐れに対し，周辺の住民の避難を開
始する必要がある事象

ＸＧＥ６２
事業所外運搬での
放射性物質の異常
漏えい

運搬容器から一定以上の放射性物質の
漏えい発生又は漏えいの蓋然性が高い

原子炉施設異常発生

使用可能な事業所外への
通信設備が一つの手段のみ

測定が困難で水準以上の測定結果が検
出される蓋然性が高い場合

同一機能を有するすべての
系統が使用不能※

火災・爆発等発生

オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原
子炉施設の重要な故障等が発生した場合

火災・爆発等発生

火災・爆発等発生

火災・爆発等発生

運搬容器から１ｍの距離で
放射線量が１００μＳｖ／ｈ以上

測定が困難で水準以上の測定結果が検
出される蓋然性が高い場合

松江市で震度６弱以上の地震発生

大津波警報発令
（島根県出雲・石見予報区）

新規制基準で定める設計基準を超える外部
事象が発生した場合

（竜巻，洪水，台風，火山等）

その他原子炉施設以外に起因する事象が原
子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること
を認知した場合など委員長又は委員長代行
が警戒本部の設置が必要と判断した場合

中央制御室で防護具または
局所排気装置等の使用が必要

原子炉出力に影響のある
過度事象進行中

ＳＦＰ水位低下傾向継続確認

中央制御室の監視若しくは
警報装置の機能が一部喪失※

ＲＳＳで防護具または
局所排気装置等の使用が必要

中央制御室使用不能
（退避が必要）

原子炉出力に影響のある
過度事象進行中

ＳＦＰ水位低下傾向継続確認

中央制御室の監視若しくは
警報装置の機能が全て喪失※

ＲＳＳ使用不能
（退避が必要）
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別紙５
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状のプラント状況，今後の
戦略および戦略の進捗状況
と合致しているか確認せず
に説明を行っていた。また，
同様に速やかな情報共有を
重視していたため，前回説
明時からの更新点につい
て，整理せずに説明を行っ
ていた。

況等と合致しているか確認
するプロセスが明確ではな
かった。また，同様に速や
かな情報共有を重視してい
たため，前回説明時からの
更新点について整理するプ
ロセスが明確ではなかっ
た。

ＣＯＰ作成・確認方法の見直
し

・ＣＯＰ－ＡおよびＢの情報
入手や作成の時間差により
整合性が図れていなかっ
た。

ＣＯＰ作成・確認方法の見直
し

２．中期計画の見直し

「１．中期計画の評価」のとおり，ＥＲＣ対応および通報連絡に関する課題に対し，

緊急時活動が輻輳した状況においても確実かつ遅滞なく検証するため，2020年度訓練テ
ーマを「EAL重複時等，緊急時活動輻輳時における緊急時対応」とする。なお，中期計
画策定時の 2020年度訓練テーマ「初動体制における緊急時対応，初動体制から全体体制
への移行」は 2021年度へ移行，中期計画策定時の 2021年度訓練テーマ「２，３号重畳
時における緊急時対応」を中期計画から除外する。

添付資料 【2020年度見直し版】改善課題への取組計画（2019年度～2021年度）
参考資料 2019年度 原子力防災訓練年度評価

以上
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原子力防災訓練実施・評価手順書

様式－１－２改正 1 

添付資料

【2020年度見直し版】改善課題への取組計画（2019年度～2021年度）

訓練テーマ

2019年度 2020年度 2021年度

夜間における緊急時

対応

EAL重複時等，緊急
時活動輻輳時におけ

る緊急時対応

初動体制における緊

急時対応，初動体制か

ら全体体制への移行

活動環境

最少人員による初動対応 ◎

夜間の現場対応 ◎

通信設備の利用可能性※ ◎

施設・設備の利用可能性※ ◎

放射線・汚染防護装備 ◎

リソース管理（要員，

資機材）

休日，夜間の要員参集 ◎

構外滞在要員の実働参集 ◎

要員の対外派遣管理 ◎

構内滞在者の避難誘導 ◎

欠員による体制構築／任務の代行 ◎

情報分析管理

情報の引継管理 ◎

活動の引継・継続 ◎

派遣要員との情報共有 ◎

その他
確実な情報共有資料の作成

（通報文，ＣＯＰ）
◎ ◎

◎：重点実施項目（総合訓練にて実施。その他については，適宜要素訓練を実施）

※：通常使用する設備が使用不可となり代替の設備での活動想定を示す
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原子力防災訓練実施・評価手順書

様式－１－２改正 1 

【2020年度見直し版（見え消し版）】改善課題への取組計画（2019年度～2021年度）

訓練テーマ

2019年度 2020年度 2021
2020年度 2021年度

夜間における緊急時

対応

EAL重複時等，緊急
時活動輻輳時におけ

る緊急時対応

初動体制における緊

急時対応，初動体制か

ら全体体制への移行

２，３号重畳時におけ

る緊急時対応

活動環境

最少人員による初動対応 ◎

夜間の現場対応 ◎

通信設備の利用可能性 ◎ ◎

施設・設備の利用可能性 ◎ ◎

放射線・汚染防護装備 ◎

リソース管理（要員，

資機材）

休日，夜間の要員参集 ◎

構外滞在要員の実働参集 ◎

要員の対外派遣管理 ◎ ◎

構内滞在者の避難誘導 ◎ ◎

欠員による体制構築／任務の代行 ◎

情報分析管理

情報の引継管理 ◎

活動の引継・継続 ◎

派遣要員との情報共有 ◎ ◎

その他
確実な情報共有資料通報文の作成

（通報文，ＣＯＰ）
◎ ◎ ◎

◎：重点実施項目（総合訓練にて実施。その他については，適宜要素訓練を実施）

※：通常使用する設備が使用不可となり代替の設備での活動想定を示す
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２０１９年度 重点実施項目に対する評価結果一覧表

２０１９年度重点実施項目 訓練名称 評価結果

活動環境

夜間の現場対応

【要素訓練にて実施】

緊急時モニタリング訓練

2019年 9月 27日に，周辺環境が夜間条件となるよう訓練実施時間を 16時～20時として訓練し，評価した結果，手順書どお
りの活動が実施できていること及び以下を満足していることを確認した。

・適切な場所で必要な資機材を適切に使用し，測定を行うことができる。

・資機材の運搬を考慮した措置を行うことができる。

・空気吸収線量率の測定を免震棟周りの測定対応後，約 100分で実施することができる。
・モニタリング結果を確実に報告することができる。

以上より，「緊急時モニタリング対応における夜間状況への対応は円滑に実施できる」と判断する。

全交流電源喪失時の構内電源受電訓練（２号機）

2019年 12月 16日に，周辺環境が夜間条件となるよう訓練実施時間を 17時 30分～20時として訓練し，評価した結果，手
順書どおりの活動が実施できていること及び以下を満足していることを確認した。

・作業に必要な照明は確保できているか。

・作業前に各自で安全保護具の健全性確認が行われているか。（ライトバッテリー切れの有無等の確認）

以上より，「全交流電源喪失時の構内電源受電対応における夜間状況への対応は円滑に実施できる」と判断する。

１，２号機ディーゼル発電設備，軽油タンク

(560KL)からの燃料抜取りおよび高圧発電機車
等への燃料補給訓練

2020年 1月 30日に，周辺環境が夜間条件となるよう訓練実施時間を 17時 50分～18時 50分として訓練し，評価した結果，
手順書どおりの活動が実施できていること及び以下を満足していることを確認した。

・作業指示，作業連絡が適切に実施されているか。

・タンクローリ，ホース等の資機材が適切な場所に配置されているか。

以上より，「１，２号機ディーゼル発電設備，軽油タンク(560KL)からの燃料抜取りおよび高圧発電機車等への燃料補給対応
における夜間状況への対応は円滑に実施できる」と判断する。

原子炉および燃料プールへの消防車による代替

注水訓練（２号機）

2019年 9月 27日に，周辺環境が夜間条件となるよう訓練実施時間を 18時～20時として訓練し，評価した結果，手順書どお
りの活動が実施できていること及び以下を満足していることを確認した。

・使用する資機材が適切な場所に配置されているか。

・作業にあたって，適切な機材を装備しているか。

以上より，「原子炉及び燃料プールへの消防車による代替注水対応における夜間状況への対応は円滑に実施できる」と判断す

る。

放射線・汚染防護装備

【要素訓練にて実施】
緊急時モニタリング訓練

2019年 9月 27日に，高放射線環境下を想定し，放射線・汚染防護装備を着用した状態で訓練し，評価した結果，手順書どお
りの活動が実施できていること及び以下を満足していることを確認した。

・適切な場所で必要な資機材を適切に使用し，測定を行うことができる。

・資機材の運搬を考慮した措置を行うことができる。

・空気吸収線量率の測定を免震棟周りの測定対応後，約 100分で実施することができる。
・モニタリング結果を確実に報告することができる。

以上より，「放射線・汚染防護装備を着用した状況下における緊急時モニタリング対応は円滑に実施できる」と判断する。

-
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２０１９年度 重点実施項目に対する評価結果一覧表

２０１９年度重点実施項目 訓練名称 評価結果

活動環境
放射線・汚染防護装備

【要素訓練にて実施】

全交流電源喪失時の構内電源受電訓練（２号機）

2019 年 12 月 16 日に，高放射線環境下を想定し，放射線・汚染防護装備を着用した状態で訓練し，評価した結果，手順書ど

おりの活動が実施できていること及び以下を満足していることを確認した。

・タイベックや全面（半面）マスクの着用は問題ないか。

・放射線防護具を着用した場合でも適切なコミュニケーションがとれているか。

以上より，「放射線・汚染防護装備を着用した状況下における全交流電源喪失時の構内電源受電対応は円滑に実施できる」と

判断する。

１，２号機ディーゼル発電設備，軽油タンク

(560KL)からの燃料抜取りおよび高圧発電機車

等への燃料補給訓練

2020 年 1 月 30 日に，高放射線環境下を想定し，放射線・汚染防護装備を着用した状態で訓練し，評価した結果，手順書どお

りの活動が実施できていること及び以下を満足していることを確認した。

・作業指示，作業連絡が適切に実施されているか。

・タンクローリ，ホース等の資機材が適切な場所に配置されているか。

以上より，「放射線・汚染防護装備を着用した状況下における１，２号機ディーゼル発電設備，軽油タンク(560KL)からの燃

料抜取りおよび高圧発電機車等への燃料補給対応は円滑に実施できる」と判断する。

原子炉および燃料プールへの消防車による代替

注水訓練（２号機）

2019 年 9 月 27 日に，高放射線環境下を想定し，放射線・汚染防護装備を着用した状態で訓練し，評価した結果，手順書どお

りの活動が実施できていること及び以下を満足していることを確認した。

・使用する資機材が適切な場所に配置されているか。

・作業にあたって，適切な機材を装備しているか。

以上より，「放射線・汚染防護装備を着用した状況下における原子炉及び燃料プールへの消防車による代替注水対応は円滑に

実施できる」と判断する。

リソース管理

（要員，資機材）

構外滞在要員の実働参集

【要素訓練にて実施】
実動参集訓練（ＱＭＳ適用外訓練）

2019 年 12 月 12 日に，構外滞在要員の参集対応を実動訓練として実施し，評価した結果，手順書どおりの活動が実施できて

いること及び以下を満足していることを確認した。

・要員参集ルートを問題なく発電所まで参集することができたか。

・通信確認ポイントから発電所へ連絡ができたか。

以上より，「構外滞在要員の参集は円滑に実施できる」と判断する。

構内滞在者の避難誘導

【総合訓練にて実施】
総合訓練（避難誘導訓練）

2020 年 1 月 31 日に，構内滞在者の避難誘導対応を実動訓練として実施し，評価した結果，手順書どおりの活動が実施できて

いること及び以下を満足していることを確認した。

・異常事象の進展状況に応じて避難の決定を実施できたか。

・避難者の誘導を安全に実施できたか。

・避難誘導状況を総括できたか。

以上より，「構内滞在者の避難誘導は円滑に実施できる」と判断する。

-
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 2019年度　各訓練項目に対する評価結果一覧表
添付－２

訓練の基本的な考え方（計画） 評価結果

・原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定および保安
規定第１１１条に基づく訓練

・発電所および本社原子力防災組織が有効に機能していることを確認できた。なお，重点実施項目「夜間の現場対応」
「放射線・汚染防護装備」については，訓練シナリオ内容および訓練実施時間の制約上，実施不可となったことから，総
合訓練では現場要員に対し，夜間作業に向けて，照明の準備，放射線防護対策の準備指示が出来ることを確認し，実働
作業の検証については要素訓練にて実施した。

《習熟度向上のための反復訓練》
・社内外関係機関への迅速かつ的確な通報・連絡を行うため，原子
力災害発生の各対応（資器材操作方法，通報文記載方法等）につい
て，確認する。
・通信連絡設備（ＦＡＸ等）が使用出来ない想定での訓練も実施する。

・原子力災害発生の各対応（資器材操作方法，通報連絡票記載方法等）について確認するとともに，シナリオに沿った情
報を基に，通報文を作成できたことを確認した。
・一斉通報システムの一時的な使用不可というマルファンクションに対して，これまでの教育訓練の積み重ねにより，代替
機器による対応を実施することができた

《習熟度向上のための反復訓練》
・一斉招集システムを用いた情報伝達訓練を実施する。
（一斉招集システムの送信・受信機能の健全性確認および電源機能
等喪失時災害対策要員の携帯端末の健全性，返信操作の確認，参
集可能状況の把握）

・一斉招集システムを用いた情報伝達訓練を行い，一斉招集システムの送信・受信機能の健全性確認および電源機能
等喪失時災害対策要員の携帯端末の健全性，返信操作の確認をするとともに，参集可能状況の把握することができたこ
とを確認した。

《習熟度向上のための反復訓練》
・管理区域内で発生した傷病者の救出，管理区域からの搬出，健康
管理センターでの除染・応急処置ならびにこれらに伴う放射線管理に
ついて訓練を行う。
※島根県原子力防災訓練と兼ねて実施する場合も実績として管理す
る。

・管理区域内で発生した傷病者の救出，管理区域からの搬出，免震重要棟にて簡易除染，応急処置，健康管理センター
での除染・応急処置ならびにこれらに伴う放射線管理について実施できたことを確認した。

《習熟度向上のための反復訓練》
・全要員がモニタリング技術の習熟を図り，緊急時モニタリング活動
（通信設備の利用出来ること）に従事できるようにする。
・情報の伝達，共有が円滑にできるようにする。
【訓練テーマ】
夜間において防護服等の装備を着用した状態で訓練を実施する。
（計画回数のうち，1回実施）

・夜間且つ，防護服の装備において，可搬式モニタリングポスト，モニタリングカーを用いた発電所構内の空気吸収線量
率および空気中放射性物質濃度の測定について実施できたことを確認した。
・本部から具体的な測定場所が伝達され，指示に基づく測定が適切に行われたことを確認した。

　《習熟度向上のための反復訓練》
・予め選定した避難対象者について発電所敷地内の集合場所から発
電所敷地外の避難場所への避難訓練を実施する。
・予め選定した管理区域退域対象者の退域訓練を実施する。
・電源喪失時を想定して，避難経路になっている扉・ゲートの手動開
放訓練を実施する。

・発電所敷地内の集合場所への集合，そこから発電所敷地外の避難場所への避難について確実に実施できたことを確
認した。また，管理区域からの退域についても，管理区域から発電所敷地内の集合場所へ避難できることを確認した。
・電源喪失時を想定し，内カネ谷ゲートの侵入防止設備等ゲートの手動方式による開閉操作について，確実に実施でき
たことを確認した。

《習熟度向上のための反復訓練》
・損傷機器の故障停止原因調査に係る緊急時対策本部，支援室およ
び現場の情報連絡系統（指示・連絡（現場調査状況報告））が適切に
機能することを確認する。

・損傷機器の故障停止原因調査，復旧検討に係る緊急時対策本部，支援室および現場の情報連絡系統（指示・連絡（現
場調査状況報告））が機能し，故障原因の推定および復旧対策を講じることができたことを確認した。

《習熟度向上のための反復訓練》
 ・重大事故等の発生を想定し，プラント情報の把握，整理およびプラ
ント事象進展予測を実施し，事象収束に向けた情報の整理・検討を
行う訓練を実施する。

・重大事故等の発生を想定したプラント情報の把握，整理およびプラント事象進展予測，事象収束に向けた情報の整理・
検討について実施できることを確認した。

訓練のうち1回は夜間等想定
《習熟度向上のための反復訓練》
・高圧発電機車から１，２号非常用Ｍ／Ｃまでのケーブル敷設および
発電機車起動等の訓練を行う。
※非常用Ｍ／Ｃへのケーブルつなぎ込みは模擬
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号電気）も訓練に参
加する。
【訓練テーマ】
計画している訓練回数のうち1回は，夜間において防護服等の装備を
着用した状態で訓練を実施する。

・高放射線環境下を想定した非常用Ｍ／Ｃまでのケーブル敷設および発電機車起動等について，夜間且つ放射線防護
装備を装着した状態においても滞りなく実施出来ることを確認した。
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号電気）も訓練に参加したことを確認した。

訓練のうち1回は夜間等想定
《習熟度向上のための反復訓練》
・原子炉補機海水ポンプ用の予備電動機を，保管場所から１号また
は２号取水エリアまで搬送する。　※電動機取替は模擬
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号電気）も訓練に参
加する。

・トラックへの原子炉補機海水ポンプ用予備電動機の積込作業について，夜間装備を着用することにより夜間においても
確実に実施できることを確認した。なお，１号機または２号機取水エリアまでの移送については，他工事エリアと干渉する
ことから未実施となった。
・当初，知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号電気）も訓練することを計画していたが，既設側の要員への訓
練を優先したため今年度は見送ることとした。

訓練のうち１回は夜間等想定
《習熟度向上のための反復訓練》
・軽油タンク（５６０ＫＬ）からタンクローリへの模擬抜取り訓練を実施す
る。
・２号機ディーゼル燃料地下タンクからタンクローリへの模擬抜取り訓
練を実施する。
　なお，訓練実施場所については状況により変更の可能性がある。
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号機械）も訓練に参
加する。
【訓練テーマ】
夜間において防護服等の装備を着用した状態で訓練を実施する。
（計画回数のうち，1回実施）

・高放射線環境下を想定したガスタービン発電機用軽油タンク(560KL)からタンクローリへの燃料抜取り作業について，夜
間且つ放射線防護装備を装着した状態においても夜間装備をすることにより円滑に実施できることを確認した。（２号機
ディーゼル燃料貯蔵タンクからの燃料抜取り作業は昼間，通常装備にて実施）
・当初，知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号機械）も訓練することを計画していたが，既設側の要員への訓
練を優先したため今年度は見送ることとした。

《習熟度向上のための反復訓練》
１号機は対象外とする。
・2号機においてSRV駆動用バックアップ用窒素ガスボンベ接続訓練
を実施する。（１回は，夜間・停電等を想定する。）
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号機械）も訓練に参
加する。

・夜間・停電を想定した状況において，ＳRV駆動用バックアップ用窒素ガスボンベ接続を実施するとともに，放射線防護
装備を装着した状態においても実施できることを確認した。
・当初，知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号機械）も訓練することを計画していたが，既設側の要員への訓
練を優先したため今年度は見送ることとした。

《手順書の検証訓練，習熟度向上のための反復訓練》
・手順書上想定している代替注水ラインによる繋ぎ込み訓練を実施
する。
屋外：輪谷貯水槽～原子炉建物進入口または接続口から原子炉へ
の注水訓練
屋内：原子炉建物内での代替注水ラインへの繋ぎ込み訓練
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号機械）も訓練に参
加する。
【訓練テーマ】
夜間において防護服等の装備を着用した状態で訓練を実施する。

・屋内におけるホース敷設作業および屋外における消防車等による代替注水訓練を実施し，これらの活動が夜間・停
電，放射線防護装備を装着した状態においても滞りなく実施出来ることを確認した。
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号機械）も訓練に参加したことを確認した。

《習熟度向上のための反復訓練》
・原子炉建物に設置してある水素放出装置の開放訓練を実施する。
・夜間対応を想定する。
・防護服等の装備を着用した状態で訓練を実施する。

・夜間・停電を想定した状況において，原子炉建物に設置してある水素放出装置の開放について円滑に実施できることを
確認した。

《習熟度向上のための反復訓練》
・ホースの敷設およびポンプの運転操作（模擬）訓練を実施する。
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号機械）も訓練に参
加する。

・夜間を想定した状況において，ホースの敷設およびポンプの運転操作（模擬）について実施できたことを確認した。
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号機械）も訓練に参加したことを確認した。

《習熟度向上のための反復訓練》
・当社社員および消防チームの有資格者を対象に，習熟度向上のた
めのがれき撤去の反復訓練を2回/人・年実施する。なお，通常業務
で当該機器の操作を実施しているものは，訓練対象外とする。

・ホイルローダーを使用し，土砂撤去，段差解消作業について実施できたことを確認した。

《習熟度向上のための反復訓練》
計装担当者を主体に以下の内容で反復訓練を実施する。
・SRV操作電源喪失時の仮設電源接続対応
（ただし，実機へのケーブルのつなぎ込みは模擬する。）
・仮設電源接続対応に際しての指揮・命令系統確認

・SRV操作電源喪失時の仮設電源接続対応（蓄電池設備を使用したＳＲＶ電源復旧，本部への報告）について滞りなく実
施できたことを確認した。

《習熟度向上のための反復訓練》
・各班毎（１・２号機合同）に全交流電源喪失時の対応訓練をシミュ
レータにて実施する。

・運転員の電源機能喪失時の初動対応，状況判断，冷温停止に向けた対応が迅速かつ確実に実施できたことを確認し
た。

《習熟度向上のための反復訓練》
以下の内容で訓練を実施する。
・２号機を対象とした訓練を実施する。
・電源喪失時の重要パラメータ監視計器復旧訓練（可搬型計測器に
よる指示値確認および可搬型バッテリ接続による計器電源復旧，計
器への接続および可搬型バッテリ接続は模擬）
・重要パラメータ監視計器復旧対応に関しての指揮・命令系統確認
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号電気）も訓練に参
加する。

・可搬型計測器を使用した指示確認，可搬型バッテリを使用した計測電源の復旧およびこれらの実施状況に関する本部
への報告についてを実施できたことを確認した。
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号電気）も訓練に参加したことを確認した。

訓練項目

総合訓練

全交流電源喪失時の構内電源受電訓練（２号機）

原子炉補機海水ポンプ用電動機取替訓練

通報・連絡訓練

要員招集訓練

原子力災害医療訓練

緊急時モニタリング訓練

避難誘導訓練

復旧訓練

アクシデントマネジメント訓練

原子炉補機海水系への可搬式ディーゼル駆動ポンプに
よる代替送水訓練

アクセスルートの確保訓練

１，２号機ディーゼル発電設備，軽油タンク(560KL)から
の燃料抜取りおよび高圧発電機車等への燃料補給訓
練

主蒸気逃がし弁（安全弁）駆動用バックアップ用窒素ガ
スボンベ接続訓練

原子炉および燃料プールへの消防車による代替注水訓
練（２号機）

水素爆発防止のための原子炉建物水素放出装置開放
訓練

電源喪失時の重要パラメータ監視訓練

電源機能等喪失時（２号機）の運転員対応訓練

蓄電池設備による主蒸気逃がし弁開放操作訓練
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 2019年度　各訓練項目に対する評価結果一覧表
添付－２

訓練の基本的な考え方（計画） 評価結果訓練項目

電源機能等喪失時（２号機）対応訓練で同様の設備を利用した訓練
を実施していることから，設備における相違点等について，教育およ
び必要により現場確認，実操作を行うことで電源機能喪失時等（１号
機）対応訓練を実施したものと整理する。

・高放射線環境下を想定した非常用Ｍ／Ｃまでのケーブル敷設および発電機車起動等について，夜間且つ放射線防護
装備を装着した状態においても円滑に実施出来ることを確認した。
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号電気）も訓練に参加したことを確認した。

電源機能等喪失時（２号機）対応訓練で同様の設備を利用した訓練
を実施していることから，設備における相違点等について，教育およ
び必要により現場確認，実操作を行うことで電源機能喪失時等（１号
機）対応訓練を実施したものと整理する。

・屋内におけるホース敷設作業および屋外における消防車等による代替注水訓練を実施し，これらの活動が夜間・停
電，放射線防護装備を装着した状態においても円滑に実施出来ることを確認した。
・知識・技能の習熟を図ることを目的に保修部（3号機械）も訓練に参加したことを確認した。

電源機能等喪失時（２号機）対応訓練で同様の設備を利用した訓練
を実施していることから，設備における相違点等について，教育およ
び必要により現場確認，実操作を行うことで電源機能喪失時等（１号
機）対応訓練を実施したものと整理する。

・運転員の電源機能喪失時の初動対応，状況判断，冷温停止に向けた対応が迅速かつ確実に実施できたことを確認し
た。

《支援組織との連携を確認するための反復訓練》
・発電所外へ原子力災害対策支援拠点を設置する事態を想定し，緊
急時対策総本部を介して原子力緊急事態支援組織へ支援要請を行
い，相互の連携を確認する。（原子力災害対策支援資機材搬送訓
練）
《習熟度向上のための反復訓練》
・原子力災害対策支援資機材（ロボット等）操作の技能維持・習熟を
図る。（原子力災害対策支援資機材操作訓練）

・発電所外へ原子力災害対策支援拠点を設置する事態を想した，緊急時対策総本部を介して原子力緊急事態支援組織
へ支援要請および原子力災害対策支援資機材（ロボット）操作について実施できたことを確認した。

《組織の指揮能力の検証・向上のための反復訓練》
緊急時対策本部が有効に機能することを確認する。
緊急時対策本部の対応，連携能力を維持向上させる。

・緊急時対策本部が有効に機能し，情報収集，将来予測，方針決定等がなされていること，また，これらの情報について
社内外に共有出来ていること確認した。

使用済燃料プールへの消防車による代替注水訓練（１
号機）

電源機能喪失時等（１号機）の運転員対応訓練

原子力緊急事態支援組織対応訓練

指揮命令訓練

全交流電源喪失時の構内電源受電訓練（１号機）
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2020 年 6 月 17 日

電源事業本部（原子力運営）

本社原子力防災訓練中期計画（2019 年度～2021 年度）の

2019 年度評価および見直しについて

本社原子力防災組織が原子力災害発生時に有効に機能することを確実にするため，本社原子力

防災訓練中期計画（2019 年度～2021 年度）を策定し，計画的な訓練を実施している。

中期計画は，2019 年度～2021 年度の 3 年間で作成しているが，年度ごとの訓練評価を行い，

適宜見直しを行うこととしている。

2019 年度の訓練実施結果の評価を行うとともに，中期計画の見直し要否の検討を行った。

なお，総合防災訓練の評価結果は，2020 年 5 月 19 日付け「防災訓練実施結果報告書」にて原

子力規制委員会に提出したところである。

１．中期計画に対する評価

2019 年度総合防災訓練の訓練テーマおよび重点実施項目について，次のとおり評価する。

【訓練テーマ】

2019 年度：主要な要員不在時における緊急時対応

【重点実施項目】

・要員の離脱／代行

・要員の対外機関への派遣

・派遣要員との情報共有

（１）訓練テーマに対する評価

2019 年度総合防災訓練において，緊急時対策総本部の主要な要員である技術班長および

ERC-CP（正）の不在を想定し，訓練を実施した。

技術班については，あらかじめ定めた技術班内の代行順位に基づき，適切な体制構築をは

かることで，規制庁プレイヤーへの情報共有を確実に実施することができた。

ERC 対応については，ERC-CP の代行順位 2 位による ERC プラント班への情報共有を行

い，いくつかの課題が抽出されたものの，概ね適切に実施することができた。

抽出された課題は表－１のとおり。

（２）重点実施項目に対する評価

ａ．要員の離脱／代行

 訓練テーマに対する評価参照。

ｂ．要員の対外機関への派遣

2019 年度総合防災訓練において，プラント事故状況の進展に伴い，適切なタイミングで原

子力緊急事態支援組織への支援要請，統括班（広報・支援グループ）に対する OFC への要員
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派遣の指示（派遣は模擬）を行うことができた。また，原子力事業者間協力協定における当

社発災時の幹事会社である九州電力に対して，協力要請連絡を行うとともに，即応センター

に派遣された先遣隊に対して，プラント状況等の必要な情報を共有することができた。

ｃ．派遣要員との情報共有

発電所緊急時対策本部から OFC 事業者ブースへ派遣された要員と，統括班（情報管理グル

ープ）間で TV 会議システム等を用いた情報連携を実施し，必要な情報を適切に連携するこ

とができた。

表－１ 2019 年度総合防災訓練で抽出された ERC プラント班との情報共有に関する課題

項 目 課題内容 原 因

１ 事象進展予

測の説明に

係る改善

・15 条認定会議において，今後の

事象進展予測を説明する必要が

あるとの認識はあったが，AM シ

ミュレータによる事象進展予測

が間に合わない場合において，

概略の予測結果を説明すること

ができなかった。

・10 条確認会議，15 条認定会議で説明

する内容について，今後の事象進展予

測を説明しなければならないとの認識

はあったが，今後の事象進展予測を説

明することの重要性についての理解が

不十分であり，解析結果が間に合わな

い場合に概略の時間を説明するという

認識がなかった。

２ COP の共有

に係る改善

・COP を用いた ERC プラント班

への情報共有にあたって，COP
の記載内容が現状のプラント状

況，今後の戦略および戦略の進

捗状況と合致しているか，また，

前回説明時からの更新情報はあ

るかについて，整理し説明でき

なかった。

・速やかな情報共有を重視していたため，

ERC プラント班への情報共有の前に，

COP の記載内容が現状のプラント状

況等と合致しているか確認するプロセ

スが明確ではなかった。また，同様に

速やかな情報共有を重視していたた

め，前回説明時からの更新点について

整理するプロセスが明確ではなかっ

た。

３ ERC 対応室

の体制に係

る改善

・ERC-CP 補佐は設備の故障原因

や戦略方針について，正確に把

握できておらず，プラント状況

や設備状況を整理して ERC-CP
に伝えることができていなかっ

た。

・一人の要員に「プラント状況，設備状

況の把握」と「ERC プラント班からの

質問対応」の複数のタスクを担わせて

おり，状況が輻輳した場合に，現況の

把握ができなかった。

４ 通報文に関

する情報の

整理・確認

方法の改善

【発電所】

・通報すべき事象が多重に発生し，

情報が錯綜する場面において，

各通報文に記載すべき内容の整

理が速やかに行うことができて

いなかった。

・通報連絡に係る情報の整理のための話

し合いを班内で優先した結果，話し合

いの間に本部内で共有された通報連絡

に必要な情報の一部を入手し損なっ

た。

・通報文の作成時および発信前に

確認が不足していた。

・通報文送信前の最終確認時の視点とし

て発生時刻等の確認（誤記チェック含

む）行うことが明確でなかった。
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２．中期計画の見直し

（１）訓練テーマの見直し

１．の評価を通じて抽出された課題として「ERC 等への正確かつ迅速な情報提供」が挙げ

られるが，これは本社原子力防災組織の活動に非常に重要であり，速やかに改善策を検討し，

訓練を通じて検証する必要があることから，2020 年度の訓練テーマとして設定することとし，

中期計画（2019 年度～2021 年度）における訓練テーマを表－２のとおり見直すこととする。

表－２ 訓練テーマの見直し

見直し前 見直し後

2019 年度 主要な要員不在時における緊急時対応 （変更なし）

2020 年度
休日昼間発災時における緊急時対応，

初動体制から全体体制への移行

プラント状況輻輳時の状況把握，ERC
プラント班への情報提供

2021 年度 2，3 号重畳時における緊急時対応
休日昼間発災時における緊急時対応，

初動体制から全体体制への移行

なお，2021 年度の訓練テーマとして設定していた「2，3 号重畳時における緊急時対応」に

ついては，2022 年度以降に別途設定する。

（２）訓練テーマの見直しを踏まえた訓練検証項目

2020 年度の訓練テーマ「プラント状況輻輳時の状況把握，ERC プラント班への情報提供」

を踏まえ，以下の観点で対策を検討し，総合防災訓練において検証を行う。

・事象の進展が早い場合でも，AM シミュレータの事象進展予測を待つことなく，概略の

予測時刻を説明することができるか。

・プラント状況が輻輳した場合でも，発電所の情報を正確に把握し，整理して ERC プラン

ト班に情報提供することができるか。

・COP の記載内容について，現状のプラント状況を踏まえて，ERC プラント班に正確な

情報提供ができるか。

（３）重点実施項目の見直し

訓練テーマの見直しを踏まえ，重点実施項目を表－３のとおり見直すこととする。
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表－３ 重点実施項目の見直し

【見直し前】

2019 年度 2020 年度 2021 年度

要員管理

最少人員による初動対応 ○ ◎

要員参集（所外からの実参集） ○ ○ ○

要員の離脱／代行 ◎

情報の引継管理 ◎

活動の引継・継続 ◎

設備管理 通信設備の利用可能性 ◎

対外対応
要員の対外機関への派遣 ◎

派遣要員との情報共有 ◎

【見直し後】

2019 年度 2020 年度 2021 年度

要員管理

最少人員による初動対応 ○ ◎ 

要員参集（所外からの実参集） ○ ○ ○ 

要員の離脱／代行 ◎ 

情報の引継管理 ◎ 

活動の引継・継続 ◎ 

設備管理 通信設備の利用可能性 ◎ 

対外対応
要員の対外機関への派遣 ◎ 

派遣要員との情報共有 ◎ 

◎：訓練テーマに基づく重点実施項目（原則，総合訓練にて実施） 

○：要素訓練にて実施

以上
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別紙６

島根原子力発電所防災訓練の継続的改善スケジュール（ＰＤＣＡ）について

１．防災訓練の継続的改善スケジュール（ＰＤＣＡ）の概要 

 当該年度開始前までに，原子力防災訓練中期計画（３ヶ年），および原子力防災訓練年度計画を作成

し，これらの計画を基に防災訓練活動を実施している。 

○原子力防災訓練中期計画（３ヶ年）

前年度までの訓練実績，改善課題，ベンチマーク等を踏まえ，各年度（３ヶ年）の訓練テーマを定

めている。

○原子力防災訓練年度計画

原子力防災訓練中期計画（３ヶ年），各訓練に関する改善課題，ベンチマーク等を踏まえ，各訓練の

訓練実施内容を明確にしている。

前年度 当該年度 次年度 

総
合
訓
練

要
素
訓
練

他
社

訓
練
等

原
子
力
防
災
訓
練
中
期
計
画
（
３
ヶ
年
）

・
評
価
シ
ー
ト
作
成

・
改
善
課
題
対
応
内
容
教
育

・
改
善
課
題
検
証
方
法
検
討

・
訓
練
目
的
設
定

訓練計画

ベンチマーク，ピアレビュー等から改善事項等を抽出

原
子
力
防
災
訓
練
年
度
計
画

原
子
力
防
災
訓
練
年
度
計
画

訓
練
評
価

改
善
課
題
抽
出
・
改
善

・
評
価
シ
ー
ト
作
成

・
改
善
課
題
対
応
内
容
教
育

・
改
善
課
題
検
証
方
法
検
討

・
シ
ナ
リ
オ
作
成

・
訓
練
目
的
設
定

・
訓
練
体
制
確
立
（
Ｗ
Ｇ
設
置
）

訓練計画

訓
練
計
画

訓
練
計
画

※1

〔複数回実施〕

訓
練
実
施

※1

※1

※1

原
子
力
防
災
訓
練
中
期
計
画
（
３
ヶ
年
）

※2

※2

訓
練
評
価

改
善
課
題
抽
出
・
改
善
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２．2019 年度，2020 年度総合訓練を踏まえた具体的なスケジュール（2020 年 11 月以降は予定） 

PDCA サイクル 実施事項 時期 

２

０

１

９

年

度

総

合

訓

練

を

踏

ま

え

た

対

応

CHECK 
訓練 

報告 

〇2019 年度訓練報告書提出 

・課題の抽出，原因分析，対策検討
2020 年５月 

ACTION 
改善 

実施 
〇改善対策の具体化 2020 年６月～10 月 

PLAN 
訓練 

計画 

○原子力防災訓練中期計画(2019 年度～2021 年度)策定 2020 年４月 

○2019 年度原子力防災訓練年度計画策定 2020 年４月 

○総合訓練計画

・訓練体制確立（ＷＧ設置）

・訓練目的設定

・シナリオ作成

・改善課題検証方法検討

・改善課題対応内容教育

・評価シート作成

2020 年６月～10 月 

○各要素訓練計画

・訓練目的設定

・改善課題検証方法検討

・改善課題対応内容教育

・評価シート作成

2020 年５月 

～2021 年３月 

DO 
訓練 

実施 
○2020 年度総合訓練実施 2020 年 11月 

２

０

２

０

年

度

総

合

訓

練

を

踏

ま

え

た

対

応

CHECK 
訓練 

報告 

〇2020 年度訓練報告書提出 

・課題の抽出，原因分析，対策検討
2021 年３月 

ACTION 
改善 

実施 
〇改善対策の具体化 2021 年４月～10 月 

PLAN 
訓練 

計画 

○原子力防災訓練中期計画(2019 年度～2021 年度)策定 2021 年３月 

○2021 年度原子力防災訓練年度計画策定 2021 年３月 

○総合訓練計画

・訓練体制確立（ＷＧ設置）

・訓練目的設定

・シナリオ作成

・改善課題検証方法検討

・改善課題対応内容教育

・評価シート作成

2021 年４月～10 月 

○各要素訓練計画

・訓練目的設定

・改善課題検証方法検討

・改善課題対応内容教育

・評価シート作成

2021 年４月 

～2022 年３月 

DO 
訓練 

実施 

○2021 年度総合訓練実施 2021 年 11月 

○2021 年度各要素訓練実施
2021 年５月 

～2022 年３月 
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PDCA サイクル 実施事項 
2020 年 2021 年 2022 年 

3 4 5 6～9 10 11 12 1 2 3 4 5 6～9 10 11 12 1 2 3

２

０

１

９

年

度

総

合

訓

練

を

踏

ま

え

た

対

応

CHECK 
訓練

報告
〇2019 年度訓練報告書提出 

ACTION
改善

実施
〇改善対策の具体化 

PLAN 
訓練

計画

○原子力防災訓練中期計画(2019 年度～

2021 年度)策定

〇2020 年度原子力防災訓練年度計画策

定 

○総合訓練計画

○各要素訓練計画

DO 
訓練

実施

○2020 年度総合訓練実施

○2020 年度各要素訓練実施

２

０

２

０

年

度

総

合

訓

練

を

踏

ま

え

た

対

応

CHECK 
訓練

報告
〇2020 年度訓練報告書提出 

ACTION
改善

実施
〇改善対策の具体化 

PLAN 
訓練

計画

○原子力防災訓練中期計画(2019 年度～

2021 年度)策定

〇2021 年度原子力防災訓練年度計画策

定 

○総合訓練計画

○各要素訓練計画

DO 
訓練

実施

○2021 年度総合訓練実施

○2021 年度各要素訓練実施

-
3
-

8
2




